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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　民間旅客輸送手段の長手方向に延びる乗客用座席エリアにおいて、前記輸送手段の長手
中心線に配置された座席配列体であり、
　前記座席配列体が、並べて配置され相互に固定された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角方向を向き、
　それぞれの座席の前記背もたれ部が、前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近く、
　前記座席配列体が前記対の座席の前記座面部同士の間に配置された実用面を含み、
　前記実用面が上昇位置と下降位置との間で移動可能であるように土台構造によって支持
され、
　前記実用面が、上昇位置にあるときに、それぞれの座席の１つまたは各々に座る乗客が
腕を乗せられるように構成されることを特徴とする、
　座席配列体。
【請求項２】
　各座席の前記座面部が互いから分離され、
　前記実用面が、前記対の座席の前記座面部同士の間にアームレストを提供することを特
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徴とする、
　請求項１に記載の座席配列体。
【請求項３】
　前記実用面が、下降位置にあるときに、各座席の前記座面と一緒に、連続的支持面を画
定することを特徴とする、
　請求項１に記載の座席配列体。
【請求項４】
　前記実用面が上昇位置にあるときに、前記１対の座席に座る乗客が、相互に向かい合う
向きで座るために、前記実用面の下に脚を置くことができることを特徴とする、
　請求項３に記載の座席配列体。
【請求項５】
　前記１対の座席の前記背もたれ部同士の間に、前記実用面が下降位置にあるときに前記
実用面に座る乗客が使用するために与えられた別の背もたれが配置されることを特徴とす
る、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の座席配列体。
【請求項６】
　前記１対の座席の前記座面が第一位置にあるときに、前記１対の座席の前記座面同士の
間に位置しかつこれら同士の間に拡がる二次座面が提供され、
　前記二次座面の下に空隙があり、
　前記二次座面が前記第一位置とさらに上昇した第二位置との間で移動可能であり、
　前記第二位置にある前記二次座面は、前記１対の座席の前記座面から分離されて、前記
１対の座席の各々に座る乗客の少なくとも１本の腿を受容するのに十分な間隙を創生する
ことを特徴とする、
　請求項１に記載の座席配列体。
【請求項７】
　さらに、少なくとも部分的に両方の座席の背面の周りに延びるシェルを備え、
　前記シェルが硬質成形プラスチック材から構成されることを特徴とする、
　請求項１～６のいずれか一項に記載の座席配列体。
【請求項８】
　前記シェルが、前記座席配列体において各乗客が他方の座席により向いた位置にあると
きに、各座席に座る乗客が使用するための二次背もたれとなるように延びることを特徴と
する、
　請求項７に記載の座席配列体。
【請求項９】
　前記各座席が前記長手方向に対して１５度～３０度、好ましくは２３度の角度を向くこ
とを特徴とする、
　請求項１～８のいずれか一項に記載の座席配列体。
【請求項１０】
　前記背もたれ部及び座面部の一方または両方が、直立着席位置と寄りかかり位置との間
で可動的であることを特徴とする、
　請求項１～９のいずれか一項に記載の座席配列体。
【請求項１１】
　前記座席が相互に接続されて、一体の１対の座席を形成することを特徴とする、
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の座席配列体。
【請求項１２】
　前記実用面の下に、乗客の所持品を受容し保管できる保管エリアが提供されることを特
徴とする、
　請求項７に記載の座席配列体。
【請求項１３】
　前記土台構造がほぼＬ字形であることを特徴とする、
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　請求項１～５のいずれか一項に記載の座席配列体。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の座席配列体で用いる座席ユニット。
【請求項１５】
　２つの前記実用面が提供され、
　第一の実用面が前記座席の第一の座席と結合されて、前記第一の実用面が、前記第一の
座席に座る乗客にアームレストを提供する第一位置と、前記第一の座席の前記座面部と同
一平面にある第二位置との間で移動可能であり、
　第二の実用面が前記座席の第二の座席と結合されて、前記第二の実用面が、前記第二の
座席に座る乗客にアームレストを提供する第一位置と、前記第二の座席の前記座面部と同
一平面にある第二位置との間で移動可能であることを特徴とする、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の座席配列体で用いる座席ユニット。
【請求項１６】
　２つの前記実用面が提供され、
　第一の実用面が前記座席の第一の座席と結合されて、前記第一の実用面が、前記第一の
座席に座る乗客にテーブルを提供する第一位置と、前記第一の座席の前記座面部と同一平
面にある第二位置との間で移動可能であり、
　第二の実用面が前記座席の第二の座席と結合されて、前記第二の実用面が、前記第二の
座席に座る乗客にテーブルを提供する第一位置と、前記第二の座席の前記座面部と同一平
面にある第二位置との間で移動可能であることを特徴とする、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の座席配列体で用いる座席ユニット。
【請求項１７】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の座席配列体を含む民間旅客輸送手段。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗客輸送手段の座席配列体、座席及び座席配置に関する。特に、航空機用の
座席配置に関するがそれに限らない。
【背景技術】
【０００２】
　民間旅客航空会社は、一般にその航空機の座席配置を最適化して、乗客の快適さを増し
ながら、単位床面積当たりのまたは所定の航空機キャビン容積当たりの乗客密度を高くし
ようとする。
【０００３】
　一般に、航空機の座席は、座席に座る乗客が航空機の前後方向に平行の方向を向くよう
に配置される。これまで、長年の間、これがファーストクラス、ビジネスクラス、プレミ
アムエコノミー及びエコノミークラスの区画の座席の状況であった。例えば、座席は全て
が前向きの列に配置される。
【０００４】
　このような座席構成体に関連する問題の１つは、乗客が肩を接して座ることになること
であった。これは大柄な乗客にとっては特にわずらわしい。
【０００５】
　このような座席構成体に関連する別の問題は、乗客にほとんどプライバシーがもたらさ
れないことである。
【０００６】
　最近の座席配列体は、個人にさらなるプライバシーを提供し、便利で快適な乗客の着席
を可能にしながら、乗客密度を最大限にできるように、配置されている。
【０００７】
　最近提案されたこのような座席配列体の１つの例は、Ｆｅｒｒｙ他による特許文献１に
開示される座席配列体である。この刊行物は、座席がまっすぐ前を向かず、着席する乗客



(4) JP 5663556 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

が航空機の前後方向に対して鋭角方向を向く座席のレイアウトを示す。
【０００８】
　座席は１つのユニットとして配置され、比較的大きなスペースを占有する。また、プラ
イバシーに考慮して構成されており、隣り合う座席の乗客との交流は容易ではない。
【０００９】
　このような座席は、一般に航空機のファーストクラスまたはビジネスクラス区画に使用
するためのものである。
【００１０】
　Ｐｌａｎｔによる特許文献２は、異なる座席配列体を開示する。この配列体においては
、２つの座席が並んで配置され、座席が相互に向かって部分的に内向きになるように航空
機の前後方向に対して鋭角を成す。
【００１１】
　本明細書において、特許明細書及びその他の書類を含む外部情報源を参照した場合、概
して、本発明の特徴を説明するための背景を示すことを目的とする。特に記さない限り、
この種の情報源への言及は、いかなる法域においても、前記の情報源が先行技術であるま
たは技術上共通一般知識の一部を形成するものと解釈されないものとする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／００６９０７３号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０２４６９８１号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、第一の態様では、本発明は、
　民間旅客輸送手段の長手方向に延びる乗客用座席エリアにおいて、前記輸送手段の長手
中心線に配置された座席配列体であり、
　前記座席配列体が、並べて配置され相互に固定された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角方向を向き、かつ
　それぞれの座席の前記背もたれ部が、前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近いことを特
徴とする、
　座席配列体であるということができる。
【００１４】
　各座席の前記座面部が互いから分離され、
　前記対の座席の前記座面部同士の間にアームレストが配置されると好ましい。
【００１５】
　前記アームレストが前記対の座席に座る乗客によって相互に使用できるように構成され
ると好ましい。
【００１６】
　前記座席配列体が前記対の座席の前記座面部同士の間に配置された実用面を含むと好ま
しい。
【００１７】
　前記実用面が上昇位置と下降位置との間で移動可能であるように土台構造によって支持
されると好ましい。
【００１８】
　前記実用面が、上昇位置にあるときに、それぞれの座席の１つまたは各々に座る乗客が
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腕を乗せられるように構成されると好ましい。
【００１９】
　前記実用面が、下降位置にあるときに、各座席の前記座面と一緒に、乗客が横になる（
好ましくは平らな）面を形成すると好ましい。
【００２０】
　前記実用面が、下降位置にあるときに、各座席の前記座面と一緒に、連続的支持面を画
定すると好ましい。
【００２１】
　前記実用面が上昇位置にあるときに、前記２つの座席に座る乗客が、相互に向かい合う
向きで座るために、前記実用面の下に脚を置くことができると好ましい。
【００２２】
　前記実用面が前記土台構造によってその上昇位置と下降位置との間で移動可能であり、
　前記土台構造が、前記実用面が前記上昇位置にあるときに、座っている乗客の脚を前記
実用面の下の領域に出し入れするように揺動させるのを妨げないように構成されると好ま
しい。
【００２３】
　前記実用面が摺動機構によって移動可能に支持された前記土台構造によって移動可能で
あると好ましい。
【００２４】
　前記２つの座席の前記背もたれ部同士の間に、前記実用面が下降位置にあるときに前記
実用面に座る乗客が使用するために与えられた別の背もたれが配置されると好ましい。
【００２５】
　前記２つの座席の前記座面が第一位置にあるときに、前記２つの座席の前記座面同士の
間に位置しかつこれら同士の間に拡がる二次座面が提供され、
　前記二次座面の下に空隙があり、
　前記二次座面が前記第一位置とさらに上昇した第二位置との間で移動可能であり、
　前記第二位置にある前記二次座面は、前記２つの座席の前記座面から分離されて、前記
２つの座席の各々に座る乗客の少なくとも１本の腿を受容するのに十分な間隙を創生する
と好ましい。
【００２６】
　座席配列体がさらに、前記座席が相互に向かって鋭角に整列して、前記旅客輸送手段の
前記長手軸線に対して各々鋭角を成すと共に反対の外側方向を各々向くように、前記民間
旅客輸送手段の床に前記座席を固定するように構成された固定組立体を備えると好ましい
。
【００２７】
　座席配列体がさらに、少なくとも部分的に両方の座席の背面の周りに延びるシェルを備
えると好ましい。
【００２８】
　前記シェルが硬質成形プラスチック材から構成されると好ましい。
【００２９】
　前記シェルが、前記座席配列体の後ろに着席する乗客が観るために与えられた画像ディ
スプレイユニットを収容する凹部を画定すると好ましい。
【００３０】
　前記シェルが各座席用の少なくとも１つのアームレストを画定すると好ましい。
【００３１】
　前記シェルが、前記座席配列体の後ろに座る乗客の脚を収容する少なくとも１つのフッ
トウェル（ｆｏｏｔ　ｗｅｌｌ）を画定すると好ましい。
【００３２】
　前記フットウェルにより、前記座席配列体の後ろに座る乗客が、両脚を前の座席の前記
座面の下に置くことができる形状になっていると好ましい。
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【００３３】
　アームレストが、中央座席配列体の少なくとも１つの座席の外側側面に画定されると好
ましい。
【００３４】
　前記中央座席配列体が前記シェルの背面から外向きに延びる少なくとも１つのトレイテ
ーブル含み、便利な実用面を前記中央座席配列体の後ろに着席する乗客に提供すると好ま
しい。
【００３５】
　前記シェルが、床の高さ位置から延びて、各座席の前記背もたれ部の上へ突出すると好
ましい。
【００３６】
　前記シェルが、前記座席配列体において各乗客が他方の座席により向いた位置にあると
きに、各座席に座る乗客が使用するための二次背もたれとなるように延びると好ましい。
【００３７】
　前記シェルが、前記座席配列体の各側を包囲するように少なくとも部分的に各座席が向
く側へ突出するように延びると好ましい。
【００３８】
　前記各座席が前記長手方向に対して１５度～３０度、好ましくは２３度の角度を向くと
好ましい。
【００３９】
　前記座席が相互に３０～６０度、好ましくは４６度の角度を向くと好ましい。
【００４０】
　前記２つの座席の間にプライバシースクリーンが配置されると好ましい。
【００４１】
　前記プライバシースクリーンが前記シェルに対して適切な位置に固定されると好ましい
。
【００４２】
　前記プライバシースクリーンが前記シェルから延びると好ましい。
【００４３】
　前記プライバシースクリーンが前記シェルによって画定されると好ましい。
【００４４】
　各座席が直立着席位置と寄りかかり位置との間で可動的であると好ましい。
【００４５】
　前記背もたれ部及び座面部の一方または両方が、直立着席位置と寄りかかり位置との間
で可動的であると好ましい。
【００４６】
　各前記座面部が前縁及び後縁を含むと好ましい。
【００４７】
　前記座席の前記座面部が、その寄りかかり位置に移動するときに、その後縁で下降する
と好ましい。
【００４８】
　前記座面部が、その寄りかかり位置に移動するときに、その前縁で隆起すると好ましい
。
【００４９】
　前記座席が相互に接続されて、一体の１対の座席を形成すると好ましい。
【００５０】
　前記座席配列体が、長手方向に延びる乗客用座席エリアを含む民間旅客輸送手段の長手
中心線に沿って設置されると好ましい。
【００５１】
　第２の態様では、本発明は、
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　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席ユニットで
あり、
　前記座席ユニットが、相互に隣り合って座席の列を形成する少なくとも２つの座席を備
え、
　前記座席列が、前記民間旅客輸送手段において前及び後ろの一方または両方の同様の座
席列から分離され、
　前記列が前記民間旅客輸送手段の前記長手方向に対して垂直に延び、
　前記座席列の各座席が前記輸送手段の前方を向き、
　さらに各座席が、相互に離れるようにかつ前記輸送手段のそれぞれの外側側面に向かっ
て角度付けられ、かつ、
　前記座席列が単一ユニットとして提供される、
　座席ユニットであるということができる。
【００５２】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段であり、
　前記輸送手段が、座席の列を形成する２つの隣り合う座席を備える座席ユニットを備え
、
　前記列が前記民間旅客輸送手段の長手方向に対して垂直に延び、
　各座席が、前記輸送手段の前方を向き、さらに相互から離れるようにかつ前記輸送手段
のそれぞれの対向する外側側面に向かって角度付けられる、
　民間旅客輸送手段であるということができる。
【００５３】
　各座席が、座面部と前記座面部から上向きに延びる背もたれ部とを含むと好ましい。
【００５４】
　前記座面部が相互に分離され、
　前記座面部同士の間にアームレストが配置されると好ましい。
【００５５】
　前記アームレストが、各座席に座る乗客が使用するために与えられた共同のアームレス
トであると好ましい。
【００５６】
　前記座席ユニットが前記座席の前記座面部同士の間に配置された実用面を含むと好まし
い。
【００５７】
　前記実用面が上昇位置と下降位置との間で移動可能であるように土台構造によって支持
されると好ましい。
【００５８】
　前記実用面が、その上昇位置にあるときに、それぞれの座席の１つまたは各々に座る乗
客が腕を乗せるために与えられていると好ましい。
【００５９】
　前記実用面が、その下降位置にあるときに、前記座席の少なくとも１つの前記座面と一
緒に乗客が横になる面を形成すると好ましい。
【００６０】
　前記実用面が、その下降位置にあるときに、各座席の前記座面と一緒に連続的な支持面
を画定すると好ましい。
【００６１】
　前記実用面が前記土台構造によってその上昇位置と下降位置との間で移動可能であるよ
うに支持され、
　前記土台構造が、前記実用面が前記上昇位置にあるときに乗客の脚を前記実用面の下の
領域に出し入れするように揺動させるのを妨げないように構成されると好ましい。
【００６２】
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　前記２つの座席の前記背もたれ部同士の間に、前記実用面がその下降位置にあるときに
前記実用面に座る乗客が使用するために与えられた別の背もたれが配置されると好ましい
。
【００６３】
　輸送手段がさらに、少なくとも部分的に両方の座席の背面の周りに延びるシェルを備え
ると好ましい。
【００６４】
　前記シェルが前記座席ユニットの後ろに座る乗客の脚を収容する少なくとも１つのフッ
トウェルを画定すると好ましい。
【００６５】
　前記フットウェルにより、前記座席ユニットの後ろに座る乗客が前の座席の前記座面の
下に脚を置くことができる形状であると好ましい。
【００６６】
　前記シェルが、座席ユニットが支持される前記輸送手段の床から、背もたれ部の上の箇
所に延びると好ましい。
【００６７】
　前記シェルが各背もたれ部の全体と並置されると好ましい。
【００６８】
　前記座席ユニットの各座席が、前記長手方向に対して１５～３０度、好ましくは２３度
の角度を向くと好ましい。
【００６９】
　前記座席が、互いに対して３０～６０度、好ましくは４６度の角度を向くと好ましい。
【００７０】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成される乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段のためのまたはその
中の座席配列体であり、
　前記座席配列体が、
　　　ａ）２つの並置された座席と、
　　　ｂ）前記２つの座席をすぐ後ろに配置された同一の座席配列体から分離するために
配置されたシェルと、
　を備え、
　前記２つの座席が各々、前記輸送手段の前方を向き、（使用中に前記輸送手段の反対の
外側側面に向くような）角度で相互に離れるように向き、
　前記シェルが、後ろに配置された同一の座席配列体の前記座席に座る少なくとも１人の
乗客の少なくとも脚を受容する少なくとも１つのフットウェルを含むことを特徴とする、
　座席配列体であるということができる。
【００７１】
　前記２つの並置された座席及び前記シェルが単一の座席ユニットを画定すると好ましい
。
【００７２】
　前記シェルがフットウェルを画定するスカラップ領域（ｓｃａｌｌｏｐｅｄ　ｒｅｇｉ
ｏｎ）を含み、
　前記の後ろの同一の座席配列体に座る乗客が、脚を少なくとも部分的に前記２つの並置
された座席の少なくとも一方の下の前記フットウェル内部に置くことができると好ましい
。
【００７３】
　前記シェルが床の高さ位置から上向きに延びると好ましい。
【００７４】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席配列体であり、
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　前記座席配列体が、並べて配置されかつ相互に固定された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角を成す平行でない方向を向き、
　各座席にそれぞれ対応する前記背もたれ部が前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近く、
　前記対の座席の間に支持面が配置され、
　前記支持面が、少なくとも１人の座っている乗客にアームレストを提供する第一位置と
、前記対の座席の少なくとも１つの座面部と同一平面にある第二位置との間で移動可能で
あることを特徴とする、
　座席配列体であるということができる。
【００７５】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席ユニットであり、
　前記座席ユニットが、相互に並べて配置された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角を成す平行でない方向を向き、
　各座席の前記背もたれ部が前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近く、
　前記対の座席の間に支持部材が配置され、
　前記支持部材が、少なくとも１人の座っている乗客にアームレストを提供する第一位置
と、前記対の座席の少なくとも一方の座面部と同一平面にある第二位置との間で移動可能
であることを特徴とする、
　座席ユニットであるということができる。
【００７６】
　２つの前記支持部材が提供され、
　第一の支持部材が前記座席の第一の座席と結合されて、前記第一の支持部材が、前記第
一の座席に座る乗客にアームレストを提供する第一位置と、前記第一の座席の前記座面部
と同一平面にある第二位置との間で移動可能であり、
　第二の支持部材が前記座席の第二の座席と結合されて、前記第二の支持部材が、前記第
二の座席に座る乗客にアームレストを提供する第一位置と、前記第二の座席の前記座面部
と同一平面にある第二位置との間で移動可能であると好ましい。
【００７７】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席ユニットで
あり、
　前記座席ユニットが、相互に並べて配置された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角を成す平行でない方向を向き、
　各座席の前記背もたれ部が前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近く、
　前記対の座席の間に支持部材が配置され、前記支持部材が、少なくとも１人の座ってい
る乗客にテーブルを提供する第一位置と、前記対の座席の少なくとも一方の座面部と同一
平面にある第二位置との間で移動可能であることを特徴とする、
　座席ユニットであるということができる。
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【００７８】
　２つの前記支持部材が提供され、
　第一の支持部材が前記座席の第一の座席と結合されて、前記第一の支持部材が、前記第
一の座席に座る乗客にテーブルを提供する第一位置と、前記第一の座席の前記座面部と同
一平面にある第二位置との間で移動可能であり、
　第二の支持部材が前記座席の第二の座席と結合されて、前記第二の支持部材が、前記第
二の座席に座る乗客にテーブルを提供する第一位置と、前記第二の座席の前記座面部と同
一平面にある第二位置との間で移動可能であると好ましい。
【００７９】
　さらなる態様では、本発明は、
　民間旅客機であり、
　前記旅客機の床の高さ位置に前後に配置された複数の同一の座席ユニットを支持し、
　各座席ユニットが、並んでいる前記ユニットのそれぞれの座席によって各々支持されて
いる２人の座っている乗客を収容する乗客収容ゾーンを提供し、
　前記２つの座席が、前記座席が平行でない方向でありかつ互いに近寄らない方向を向く
ような角度を相互に向き、かつ、
　前記床の高さ位置から上向きに延びる固定されたシェルが提供されて、前記ゾーンが前
の座席ユニットのゾーンと部分的に重なるように前記ゾーンを分離することを特徴とする
、
　旅客機であるということができる。
【００８０】
　前記座席ユニットが、前記旅客機の前後方向に延びる行に配置されると好ましい。
【００８１】
　各前記座席ユニットの前記シェルが前記旅客機の床に対して固定されると好ましい。
【００８２】
　各座席ユニットの前記座席を直立着席位置及び寄りかかり着席位置に構成できると好ま
しい。
【００８３】
　各前記座席が、座面部と前記座面部に対して上向きに延びる背もたれ部とを含み、
　前記座面部と前記背もたれ部の両方が、直立着席位置及び寄りかかり着席位置に位置決
めされるように前記シェルに対して可動的であると好ましい。
【００８４】
　さらなる態様では、本発明は、
　　長手方向に形成された乗客用座席エリアを有する民間旅客輸送手段の座席構成体であ
り、
　前記座席構成体が座席上に座位の乗客を収容する少なくとも１つの座席配列体を備え、
　前記座席配列体が、前記座席が前記輸送手段の長手方向に対して鋭角を成して前記座席
配列体が隣接する前記輸送手段の外側側面に面する方向を向くように、前記旅客輸送手段
に前記座席配列体を固定するための締結具を含む、
　座席構成体であるということができる。
【００８５】
　前記座席構成体が複数の座席配列体から構成される行を備え、
　前記行が前記長手方向に対して平行な方向に延び、かつ、
　全ての座席配列体の前記座席が相互に平行の方向を向くと好ましい。
【００８６】
　前記行が前記輸送手段の前記長手中心線に対して平行にかつその外側側面で延びると好
ましい。
【００８７】
　前記輸送手段が旅客機であり、
　前記座席配列体が前記旅客機の側面の胴体壁に隣接して配置されると好ましい。
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【００８８】
　前記座席配列体が前記座席の少なくとも背面を被覆する硬質成形シェルを備えると好ま
しい。
【００８９】
　前記シェルが、前記配列体の後ろに座る乗客が観るための画像ディスプレイユニット用
の凹部を前記座席配列体の背面に画定すると好ましい。
【００９０】
　前記シェルの背面で外向きに延びて前記座席配列体の後ろに着席する乗客のために実用
面を提供する、少なくとも１つのトレイテーブルが提供されると好ましい。
【００９１】
　前記シェルが前記座席に座る乗客が使用するために与えられた少なくとも１つのアーム
レストを含むと好ましい。
【００９２】
　前記アームレストが前記座席の外側側面に画定されると好ましい。
【００９３】
　前記座席配列体が２つの隣り合う座席を備えると好ましい。
【００９４】
　前記２つの座席が、相互に隣り合って配置され、かつ前記長手方向に対して垂直の方向
に相互に整列すると好ましい。
【００９５】
　前記座席が、１５～３０度、好ましくは２３度の角度で前記長手方向に対して外向きに
角度付けられると好ましい。
【００９６】
　前記シェルが前記座席配列体の後ろに座る乗客の脚を収容する少なくとも１つのフット
ウェルを画定すると好ましい。
【００９７】
　前記座席配列体が２つの隣り合う座席を備え、
　固定されたシェルが前記２つの隣り合う座席の背面を被覆し、
　前記シェルが、前記座席配列体の後ろに座る乗客の脚を収容すると共に少なくとも部分
的に両方の前記座席の下に延びる、少なくとも第一のフットウェルを画定すると好ましい
。
【００９８】
　前記シェルが少なくとも部分的に、前記座席のうちの１つのみの下に延びる第二のフッ
トウェルを画定すると好ましい。
【００９９】
　前記座席が直立着席位置と寄りかかり位置との間で可動的であると好ましい。
【０１００】
　少なくとも１つの前記座席が、背もたれ部及び座面部を備えると好ましい。
【０１０１】
　前記背もたれ部及び座面部の一方または両方が、直立着席位置と寄りかかり位置との間
で可動的であると好ましい。
【０１０２】
　前記座面部が前縁及び後縁を含むと好ましい。
【０１０３】
　前記座面部が、その寄りかかり位置に移動するときに、その前縁で隆起すると好ましい
。
【０１０４】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に延びる乗客用座席エリアを含む民間旅客輸送手段であり、
　前記輸送手段が、
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　前記乗客用座席エリア内に座席配列体を備え、
　前記座席配列体が、
　　　相互に対して平行方向を向くように配列された複数の座席であり、前記座席の各々
が１つの座面を含み、前記座面の前縁が向く方向に隣り合う座席の前記座面の前縁と食い
違う、複数の座席と、
　　　前記座席が長手方向に対してほぼ垂直の方向に整列すると共に前記長手方向に対し
て鋭角を成して外側方向を向くように、前記座席を前記輸送手段の床に固定する固定組立
体と、
　を備える、
　民間旅客輸送手段であるということができる。
【０１０５】
　前記座席配列体が少なくとも部分的に前記座席の背面の周りに拡がるシェルを含むと好
ましい。
【０１０６】
　前記シェルが硬質成形プラスチック材から構成されると好ましい。
【０１０７】
　前記シェルが、ディスプレイユニットを前記シェルの背面に収容するように構成される
と好ましい。
【０１０８】
　前記シェルが、外側寄り座席配列体（ｏｕｔｂｏａｒｄ　ｓｅａｔ　ａｒｒａｎｇｅｍ
ｅｎｔ）の背面に、画像ディスプレイユニットを収容するための凹部を画定すると好まし
い。
【０１０９】
　前記シェルが外側寄り座席配列体の背面に凹部を画定し、
　各凹部が画像ディスプレイユニットを収容すると好ましい。
【０１１０】
　前記ディスプレイユニットが鑑賞スクリーンを含むと好ましい。
【０１１１】
　前記ディスプレイユニットが枢動アームを含み、
　この枢動アームにおいて、鑑賞スクリーンを移動させてシェルから離れるように枢動さ
せることができると好ましい。
【０１１２】
　前記シェルが少なくとも１つのアームレストを画定すると好ましい。
【０１１３】
　前記アームレストが、前記外側寄り座席配列体の少なくとも１つの座席の外側側面に画
定されると好ましい。
【０１１４】
　前記外側寄り座席配列体が、アームレストから外向きに折ることができる少なくとも１
つのトレイテーブルを含むと好ましい。
【０１１５】
　あるいは、前記外側寄り座席配列体が、前記シェルの背面から外向きに延びる少なくと
も１つのトレイテーブルを含み、前記外側寄り座席配列体の後ろに着席する乗客のための
便利な実用面を提供する。
【０１１６】
　各前記座席が、１５～３０度、好ましくは２３度の角度で前記長手方向に角度付けられ
ると好ましい。
【０１１７】
　前記外側寄り座席配列体が、前記外側寄り座席配列体の座席同士の間に延びるプライバ
シースクリーンを含むと好ましい。
【０１１８】
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　前記プライバシースクリーンが前記シェルに対して適切な位置に固定されると好ましい
。
【０１１９】
　前記プライバシースクリーンが前記シェルから延びると好ましい。
【０１２０】
　前記プライバシースクリーンが前記シェルによって画定されると好ましい。
【０１２１】
　前記シェルが、前記輸送手段の前記床から上向きに延び、かつ前記座席配列体の後ろに
座る乗客の脚を収容する少なくとも１つのフットウェルを画定すると好ましい。
【０１２２】
　前記シェルが、少なくとも部分的に最も外側寄りの座席の下に延びる第一フットウェル
と、少なくとも部分的に前記最も外側寄りの座席及び別の前記座席の下に延びる第二のフ
ットウェルとを画定すると好ましい。
【０１２３】
　前記座席が、直立着席位置と寄りかかり位置との間で可動的であると好ましい。
【０１２４】
　前記座席の少なくとも１つが、背もたれ部及び座面部を備えると好ましい。
【０１２５】
　前記背もたれ部及び前記座面部の一方または両方が、着座位置と寄りかかり位置との間
で可動的であると好ましい。
【０１２６】
　前記座面部が前縁及び後縁を含むと好ましい。
【０１２７】
　前記座席の前記座面部が、その寄りかかり位置に移動するときに、その後縁で下降する
と好ましい。
【０１２８】
　前記座面部が、その寄りかかり位置に移動するときに、その前縁で隆起すると好ましい
。
【０１２９】
　前記輸送手段が航空機であり、
　前記座席配列体が胴体／キャビンの壁に隣接して配置され、
　前記シェルが前記胴体／キャビンの壁に隣接しこれに近接して配置されると好ましい。
【０１３０】
　前記座席が相互に取り付けられて、一体の座席配列体を形成すると好ましい。
【０１３１】
　前記輸送手段が航空機であり、
　前記長手方向が前記航空機の前後方向に対して平行であると好ましい。
【０１３２】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された座席エリアを有する民間旅客輸送手段用の座席配列体であり、
　前記座席配列体が、
　　　相互に並べて取り付けられかつ平行な方向を向く１対の座席と、
　　　少なくとも部分的に前記座席の背面の周りに拡がるシェルと、
　を備え、
　前記シェルが、前記座席の前記背面に、前記座席配列体の後ろに座る乗客の脚を受容す
る少なくとも１つのフットウェルを画定し、かつ、
　前記フットウェルが少なくとも部分的に両方の座席の下に延びることを特徴とする、
　座席配列体であるということができる。
【０１３３】
　前記座席が、向く方向において、相互の整列が食い違うと好ましい。
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【０１３４】
　前記座席が、前記輸送手段の前後方向に対して垂直の方向に整列した状態で互いに対し
て配置されるように、前記座席を前記民間旅客輸送手段の床に固定するように構成された
固定組立体に係合され、かつ、
　前記座席が概して、前記輸送手段の前後方向に対して鋭角を成して外側方向を向くと好
ましい。
【０１３５】
　前記座席の各々が１つの座面を含み、
　各前記座面の前縁が、前記隣接する座席の前記座面の前縁からオフセットしていると好
ましい。
【０１３６】
　前記シェルが硬質成形プラスチックまたは樹脂から構成されると好ましい。
【０１３７】
　前記シェルが、画像ディスプレイユニットを前記シェルの背面に収容するように構成さ
れると好ましい。
【０１３８】
　前記シェルが、前記座席配列体の背面に、ディスプレイユニットを収容するための凹部
を画定すると好ましい。
【０１３９】
　前記シェルが複数の凹部を前記座席配列体の背面に画定し、これらの凹部の各々がディ
スプレイユニットを収容するためのものであると好ましい。
【０１４０】
　前記ディスプレイユニットが鑑賞スクリーンを含むと好ましい。
【０１４１】
　前記ディスプレイユニットが枢動アームを含み、この枢動アームにおいて、鑑賞スクリ
ーンを移動して前記シェルから離れるように枢動させることができると好ましい。
【０１４２】
　前記シェルが少なくとも１つのアームレストを画定すると好ましい。
【０１４３】
　前記アームレストが、前記座席配列体の少なくとも１つの座席の外側側面に画定される
と好ましい。
【０１４４】
　あるいは、前記座席配列体が、前記シェルの背面から外向きに延びる少なくとも１つの
トレイテーブルを含み、便利な実用面を前記座席配列体の後ろに着席する乗客に提供する
。
【０１４５】
　前記座席が、前記長手軸線に対して外向きに、１５～３０度の角度に角度付けられると
好ましい。
【０１４６】
　前記座席が長手軸線に対して２５度に角度付けられると好ましい。
【０１４７】
　前記座席配列体が、座席配列体の座席同士の間に拡がるプライバシースクリーンを含む
と好ましい。
【０１４８】
　前記プライバシースクリーンが永続的に、前記シェルから延びると共に前記シェルによ
って画定されると好ましい。
【０１４９】
　あるいは、前記プライバシースクリーンがシェルから取り外し可能である。
【０１５０】
　前記プライバシースクリーンが前記シェルに対して適切な位置に固定されると好ましい
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。
【０１５１】
　前記プライバシースクリーンが前記シェルから延びると好ましい。
【０１５２】
　前記プライバシースクリーンが前記シェルによって画定されると好ましい。
【０１５３】
　さらに、前記シェルが少なくとも部分的に最も外側寄りの座席の下に延びるフットウェ
ルを含み、前記フットウェルが前記座席配列体の外側側面に対して開放していると好まし
い。
【０１５４】
　各前記座席が着席位置と寄りかかり位置との間で可動的であると好ましい。
【０１５５】
　各前記座席が背もたれ部及び座面部を備えると好ましい。
【０１５６】
　少なくとも１つの前記座席がフットレスト部を含むと好ましい。
【０１５７】
　前記背もたれ部及び座面部の両方または一方が、着席位置と寄りかかり位置との間で可
動的であると好ましい。
【０１５８】
　前記座面部が前縁及び後縁を含むと好ましい。
【０１５９】
　前記座席の前記座面部が、その寄りかかり位置に移動するときにその後縁において下降
すると好ましい。
【０１６０】
　前記座面部が、その寄りかかり位置に移動するときに、その前縁において隆起すると好
ましい。
【０１６１】
　前記座席配列体が民間旅客輸送手段に導入されたときに、前記シェルが前記輸送手段の
キャビンの側壁の輪郭に隣接して配置されるように構成されると好ましい。
【０１６２】
　前記座席が、互いに取り付けられて一体の座席対を形成すると好ましい。
【０１６３】
　さらなる態様では、本発明は、
　旅客機の１つの区画の少なくとも一部において画定された旅客機乗客用座席構成体であ
り、
　前記座席構成体が複数の座席配列体を備え、
　各座席配列体が、座席の列を画定する２つの並置された座席と、前記２つの座席の少な
くとも一部の周りに延びて前記２つの座席を後ろに配置された前記座席配列体から少なく
とも分離するシェルとを備え、
　前記シェルがさらに、前記座席配列体の座席の各々に対して少なくとも１つのアームレ
ストを画定する、
　座席構成体であるということができる。
【０１６４】
　各座席が、前記シェルに対して、直立着席位置と寄りかかり着席位置との間で可動的で
あると好ましい。
【０１６５】
　各座席が前記旅客機の長手方向に対して或る角度で向く方向を有すると好ましい。
【０１６６】
　前記向く方向が、前記旅客機の長手中心線から離れる方向であると好ましい。
【０１６７】
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　前記座席配列体が前記旅客機の外側シェルのすぐ隣に配置されると好ましい。
【０１６８】
　前記座席配列体の各座席が、前記旅客機において、前記配列体の他の座席よりも前に配
置されないと好ましい。
【０１６９】
　前記シェルが２つのフットウェルを形成し、前記シェルの各々が後ろの座席配列体の座
席の乗客の脚を収容し、
　第一のフットウェルが、中央寄り（ｉｎｂｏａｒｄ）に位置する後ろの乗客の足を受容
するために、少なくとも部分的に両方の座席の下に配置され、
　第二のフットウェルが、外側寄りの後ろの乗客の脚を受容するために、少なくとも部分
的に最も外側寄りの座席に下に配置されると好ましい。
【０１７０】
　さらなる態様では、本発明は、
　旅客機の区画の少なくとも一部に画定される民間旅客機乗客用座席構成体であり、
　前記座席構成体が座席配列体の複数の列を備え、
　各座席配列体が２つの並置された座席と、前記２つの座席を後ろに配置された同様の座
席配列体から少なくとも分離するように、前記座席の少なくとも一部の周りに拡がるシェ
ルとから構成され、
　前記２つの座席が各々、相互から離れるように反対の外側方向を向くことを特徴とする
、
　座席構成体であるということができる。
【０１７１】
　各座席配列体が前記旅客機の中央部に配置されると好ましい。
【０１７２】
　複数の前記列が行に配置され、
　前記行が前記旅客機の長手方向に平行の方向に延びると好ましい。
【０１７３】
　座席配列体の前記座席が、これらの座面よりもこれらの背もたれにおいて、相互により
近寄ると好ましい。
【０１７４】
　各座席が、前記旅客機の前記長手方向に対して５～３０度の角度を成す方向に向くと好
ましい。
【０１７５】
　前記シェルがさらに、前記座席配列体の前記座席の各々のための少なくとも１つのアー
ムレストを画定すると好ましい。
【０１７６】
　各座席が、前記シェルに対して、直立着席位置と寄りかかり着席位置との間で可動的で
あると好ましい。
【０１７７】
　前記座席配列体の各座席が、前記旅客機において前記配列体の他の座席よりも前に配置
されないと好ましい。
【０１７８】
　各座席が座面を含み、
　実用面が座席配列体の各座席の前記座面同士の間に配置されると好ましい。
【０１７９】
　前記実用面が２つの区画から構成されと好ましい。
【０１８０】
　各座席の前記座面と同一平面になるように動かして、また一方または両方の座席の乗客
にアームレストまたはテーブルを提供するように動かして、前記実用面を上昇位置及び下
降位置に移動できると好ましい。
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【０１８１】
　前記実用面の下に、乗客の所持品を受容し保管できる保管エリアが提供されると好まし
い。
【０１８２】
　前記保管エリアを囲うことができると好ましい。
【０１８３】
　前記実用面がその移動を容易にする支持構造によって支持されると好ましい。
【０１８４】
　前記支持構造が、前記実用面が上昇位置にあるときに、前記座面と前記支持構造との間
に間隙を画定できるように、前記支持面を支持すると好ましい。
【０１８５】
　前記支持構造がほぼＬ字形であると好ましい。
【０１８６】
　前記支持構造体が上昇位置にあるときに、座面の高さ位置において、前記Ｌ字形が前記
２つの隣接する座席同士の間に空隙を提供することを容易にすると好ましい。
【０１８７】
　実用面が、少なくとも部分的に、前記支持構造体に対して移動して、前記支持構造体の
下に配置された保管トレイを露出させ閉じることができると好ましい。
【０１８８】
　前記座席の間でありかつ座席に着席する成人の乗客の頭の高さ位置に配置されたプライ
バシースクリーンがあると好ましい。
【０１８９】
　前記シェルが前記２つの座席の間に少なくとも部分的に延びて、前記２つの座席の間に
プライバシースクリーンを画定すると好ましい。
【０１９０】
　前記シェルが、後ろの座席配列体のそれぞれの座席の乗客の脚を収容するフットウェル
の少なくとも一部を画定すると好ましい。
【０１９１】
　前記フットウェルが、少なくとも部分的に、前記座席配列体のそれぞれの座席の下に延
びると好ましい。
【０１９２】
　前記フットウェルが、乗客の脚が前記フットウェル内部で受容される箇所以外は完全に
囲まれると好ましい。
【０１９３】
　前記シェルが成形部材であると好ましい。
【０１９４】
　前記中央座席配列体が機内娯楽等のための制御装置を含むと好ましい。
【０１９５】
　各座席配列体が前記航空機の中央部に配置されると好ましい。
【０１９６】
　さらなる態様では、本発明は、
　民間旅客機であり、
　前記民間旅客機の区画の少なくとも一部に画定された乗客用座席構成体を有し、
　前記座席構成体が座席配列体の複数の列を備え、
　各座席配列体が２つの並置された座席から構成され、
　前記２つの座席が各々反対の外側方向を向く、
　民間旅客機であるということができる。
【０１９７】
　さらなる態様では、本発明は、
　座位の２人の乗客を収容する複数のゾーンを含む民間旅客機であり、
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　各ゾーンが座席ユニットの複数の列の間に、かつ部分的に前記複数の列によって画定さ
れ、
　各座席ユニットが、各々に乗客が座ることができる２つの並置された座席から構成され
、
　前記２つの座席が各々反対の外側方向を向き、かつ、
　各ゾーンが部分的に隣接するゾーンと重なることを特徴とする、
　民間旅客機であるということができる。
【０１９８】
　各座席ユニットが、前記ゾーン同士の間に配置されると共に前記旅客機の床から上向き
に前記座席の上に拡がる固定されたシェルを含むと好ましい。
【０１９９】
　前記座席ユニットの各座席が鋭角に相互から離れるように向き、かつ前記旅客機の長手
方向に対して鋭角に向くと好ましい。
【０２００】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席ユニットで
あり、
　前記座席ユニットが、
　ａ．座面とシートバックとを各々備える２つの座席であり、
　　　　　前記２つの座席が相互に隣接して配置されて座席の列を形成し、
　　　　　第一の座席が前記輸送手段の外側側面に隣接して配置され、
　　　　　前記列の各座席が前記輸送手段の前方を向き、
　　　　　さらに、前記座席の少なくとも第二の座席が、前記列が隣接して配置される前
記輸送手段の前記外側側面に向かって角度付けられた、
　　　２つの座席と、
　ｂ．前記２つの座席の後ろに配置されたシェルであり、
　　　　　前記シェルが、前記座席列の後ろに同一の列から構成される第二の座席の乗客
用のフットウェルを画定し、
　　　　　前記フットウェルが部分的に、前記列の両方の座席の前記座面の下に配置され
た、
　　　シェルと、
　を備え、
　前記座席列と前記シェルとが単一ユニットである、
　座席ユニットであるということができる。
【０２０１】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された座席エリアを有する民間旅客輸送手段に設置される座席システム
であり、
　前記座席システムが、
　　　前記輸送手段の中心線上に配置される、上述の少なくとも１つの座席配列体と、
　　　最初に言及した座席配列体に隣接してこれよりも外側寄りに配置される、上述の少
なくとも１つの座席配列体と、
　を備える、
　座席システムであるということができる。
【０２０２】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席ユニットであり、
　前記座席ユニットが、相互に隣り合って座席の列を形成する少なくとも２つの座席を備
え、
　前記列が前記長手方向に対して垂直に延び、



(19) JP 5663556 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

　前記列の各座席が、前記輸送手段の前方に向き、さらに前記列が隣接して配置される前
記輸送手段の前記外側側面に向かって角度付けられ、
　前記座席列が単一ユニットとして提供されることを特徴とする、
　座席ユニットであるということができる。
【０２０３】
　さらなる態様では、本発明は、
　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段であり、
　前記輸送手段が座席ユニットを含み、
　前記座席ユニットが、相互に隣り合って座席の列を形成する少なくとも２つの座席を備
え、
　前記列が前記長手方向に対して垂直に延び、
　前記列の各座席が、前記輸送手段の前方を向き、さらに前記列が隣接して配置される前
記輸送手段の前記外側側面に向かって方向付けられる、
　民間旅客輸送手段であるということができる。
【０２０４】
　さらなる態様では、本発明は、
　航空機の区画であり、
　前記区画において、前記航空機の中心線の一方の側の乗客用座席が前記航空機の一方の
側面を向き、前記航空機の中心線の他方の側の座席が前記航空機の反対側面を向く、
　区画であるということができる。
【０２０５】
　前記一方の側の前記乗客用座席が２つの座席から構成される列に配列され、前記列の方
向が前記航空機の前後方向に対して垂直であり、かつ前記他方の側の前記乗客用座席が２
つの座席から構成される列に配列され、前記列の方向が前記航空機の前後方向に対して垂
直であると好ましい。
【０２０６】
　前記一方の側の座席が、これらが隣接する前記航空機の側面に向き、かつ前記他方の側
の座席が、これらが隣接する前記航空機の側面に向くと好ましい。
【０２０７】
　さらなる態様では、本発明は、
　キャビン区画において、
　　　航空機の中心線に対して鋭角でありかつ前記中心線から離れる方向を向く前記航空
機の前記中心線の一方の側の座席と、
　　　前記中心線に対して鋭角でありかつ前記中心線から離れる方向を向く前記航空機の
前記中心線の他方の側の座席と、
　を含む航空機であるということができる。
【０２０８】
　前記中心線の一方の側の全ての座席が前記中心線から離れる方向を向き、かつ、
　他方の側の全ての座席が前記中心線から離れる方向を向くと好ましい。
【０２０９】
　前記座席が前記中心線方向に対して１０度～３０度の角度を向くと好ましい。
【０２１０】
　一方の側の前記座席が列に配置され、
　他方の側の前記座席が列に配置されると好ましい。
【０２１１】
　前記列の方向が前記航空機の前記中心線方向に対して垂直であると好ましい。
【０２１２】
　複数の座席列があり、かつ、
　前記中心線の各側に各列の少なくとも２つの座席があり、これらの座席が前記航空機の
それぞれの側面を向くと好ましい。
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【０２１３】
　前記中心線と各側の前記座席との間に通路があると好ましい。
【０２１４】
　前記航空機の前記中心線の各側において、前記通路の窓側に２つの前記座席があり、か
つ前記通路の中心線側に配置された他の１つの座席があると好ましい。
【０２１５】
　前記中心線が通過する中央座席ユニットがあり、前記中央座席ユニットが２つの座席を
含むと好ましい。
【０２１６】
　前記中央座席ユニットが上述のとおりのものであると好ましい。
【０２１７】
　２つの座席を含む外側寄り座席ユニットが上述の通りのものであると好ましい。
【０２１８】
　前記航空機の前記区画に外側寄り座席ユニットのみが配置されると好ましい。
【０２１９】
　前記通路が、前記航空機の中心線と整列すると共にそれに沿って配置され、かつ前記座
席を前記中心線の各側に分離させると好ましい。
【０２２０】
　さらなる態様では、本発明は、各列において３つの座席が航空機の一方の側を向き、３
つの座席が航空機の反対側を向く、旅客機のキャビンにおける２－２－２列座席レイアウ
トであるということがいえる。
【０２２１】
　３つの座席の各組の向く方向が相互に対して平行であると好ましい。
【０２２２】
　前記列の方向が前記航空機の長手方向に対して垂直であると好ましい。
【０２２３】
　列の全ての座席が前記航空機の前後方向に対して垂直の方向に整列すると好ましい。
【０２２４】
　前記列の両方の外側寄りの対の座席が前記航空機の前記前後方向に対して垂直の方向に
整列し、
　中心寄りの対の座席が前記外側寄りの対の座席の垂線から前後に食い違うと好ましい。
【０２２５】
　各対の隣り合う座席同士の間に通路が提供されると好ましい。
【０２２６】
　さらなる態様では、本発明は、
　各列の２つの座席が前記航空機の一方の側面を向き、かつ各列の２つの座席が反対の側
面を向くことを特徴とする、
　民間旅客機のキャビンにおける２-２列座席レイアウトであるということができる。
【０２２７】
　２つの隣り合う座席の各組の向く方向が相互に対して平行であると好ましい。
【０２２８】
　前記列の方向が前記航空機の前記長手方向に対して垂直であると好ましい。
【０２２９】
　隣り合う座席の各対の間に通路が存在すると好ましい。
【０２３０】
　さらなる態様では、本発明は、
　航空機用の座席ユニットであり、
　前記座席ユニットが相互に並べて配置された１対の座席を備え、
　各座席が背もたれ部と座面部とを備え、
　各座席が、前記航空機の前後方向に対して鋭角を向くように、さらに前記航空機におい
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て前記座席のいずれもが前記座席ユニットの他の座席よりも前にないように、前記座席ユ
ニットを前記航空機のシートレールに締結する締結具を含む台座に取り付けられる、座席
ユニットであるということができる。
【０２３１】
　さらなる態様では、本発明は、
　民間旅客機であり、
　前記旅客機の床の高さ位置に前後に配置された複数の同一の座席ユニットを支持し、
　各座席ユニットが、並んだ向きに前記ユニットのそれぞれの座席によって各々支持され
る２人の座っている乗客を収容する乗客収容ゾーンを提供し、
　前記２つの座席が前記旅客機の前後方向に対して或る角度を成して配向され、
　前記床の高さ位置から上向きの延びる固定されたシェルが提供されて、前記ゾーンが前
の座席ユニットのゾーンと部分的に重なるように前記ゾーンを分離する、
　民間旅客機であるということができる。
【０２３２】
　前記座席ユニットが前記旅客機の前後方向に延びる行に配置されると好ましい。
【０２３３】
　各前記座席ユニットの前記シェルが前記旅客機の床に対して固定されると好ましい。
【０２３４】
　各座席ユニットの各座席を直立着席位置及び寄りかかり着席位置に構成できると好まし
い。
【０２３５】
　各前記座席が、座面部と前記座面部に対して上向きに延びる背もたれ部とを含み、
　前記座面部及び前記背もたれ部の両方が直立着席位置及び寄りかかり着席位置に位置決
めされるように、前記シェルに対して可動的であると好ましい。
【０２３６】
　本発明の他の態様は、添付図面を参照して例としてのみ示す以下の説明から明らかにな
るだろう。
【０２３７】
　本明細書において使用される場合、「及び（または）」は、「及び」、「または」また
はこれらの両方を意味する。
【０２３８】
　本明細書において使用される場合、名詞の複数形は、その名詞の複数形及び（または）
単数形を意味する。
【０２３９】
　本明細書のために、座席が向く方向に関して使用される場合の「向く（ｆａｃｉｎｇ／
ｆａｃｅ／ｆａｃｅｓ）」という用語は、通常通りに座席に着席するときの乗客が、平面
図で見たとき座席によって正常に支えられるときに向く方向に関する。
【０２４０】
　本明細書のために、座席が向く方向に関して使用される場合の「外側（ｏｕｔｂｏａｒ
ｄ）」という用語は、輸送手段の側面に向かうと共に輸送手段の前後方向に対して或る角
度を成す方向（ただし前後方向に対して垂直であることに限定されない方向）に関する。
【０２４１】
　本発明は広義に、個別にまたは集合的に本出願の明細書に言及または指摘される部分、
要素及び特徴と、任意の２つまたはそれ以上の前記部分、要素または特徴の任意のまたは
全ての組合せとから構成されるということもできる。本明細書において、本発明の技術分
野において同等と知られている特定の整数に言及される場合、前記の既知の同等値は個別
に言及されているかのごとく本明細書に組み込まれるものとみなされる。
【図面の簡単な説明】
【０２４２】
【図１】２つの外側寄り座席ユニットの前面斜視図である。
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【図２】２つの外側寄り座席ユニットの背面斜視図である。
【図３】２つの中央寄り座席ユニットの前面斜視図である。
【図３ａ】１つの中央寄り座席ユニットの前面斜視図である。
【図４】２つの中央寄り座席ユニットの背面斜視図である。
【図５ａ】外側寄り座席ユニットと中央寄り座席ユニットとの間の通路サイズを示す座席
配置の平面図である。
【図５ｂ】外側寄り座席ユニットと中央寄り座席ユニットとの間の通路サイズを示す座席
配置の背面図である。
【図６ａ】中央寄り座席ユニットの正面図である。
【図６ｂ】中央寄り座席ユニットの平面図である。
【図６ｃ】中央寄り座席ユニットの背面図である。
【図７ａ】外側寄り座席ユニットの正面図である。
【図７ｂ】外側寄り座席ユニットの平面図である。
【図７ｃ】外側寄り座席ユニットの背面図である。
【図７ｄ】外側寄り座席ユニットの正面図である。
【図７ｅ】外側寄り座席ユニットの平面図である。
【図８】外側寄り座席ユニットの側面図である。
【図９】航空機の反対側の外側寄り座席ユニットの側面図（例えば図８の鏡像）である。
【図１０】中央寄り座席ユニットの斜視図である。
【図１１】図１０の側面図である。
【図１２】図１０の座席ユニットの中間区画の正面図である。
【図１３】中央寄り座席ユニットの上正面斜視図である。
【図１３ａ】乗客が各座席に座っている、図１３の座席を示す。
【図１３ｂ】乗客が各座席に座っている、図１３の座席を示す。
【図１４】中央寄り座席ユニットの上面図である。
【図１５】中央寄り座席ユニット上背面斜視図である。
【図１６】中央寄り座席ユニットの背面図である。
【図１７】中央寄り座席ユニットの側面図である。
【図１８】中央寄り座席ユニットの正面斜視図である。
【図１９】ボーイング７７７などの機体の広い航空機の正面図である。
【図２０】図１９の平面図である。
【図２１】図２０の側面図である。
【図２２】航空機の区画が、領域Ｂに２つの座席を有する２つの外側寄り座席ユニットと
２つの座席を有する１つの中央寄り座席ユニットと２つの通路とから構成された座席レイ
アウトをどのように含むかを示す、図２１及び１９の切断面ｃｃでの断面図である。
【図２３】図２２のＡＡ方向の図である。
【図２４】図２２の領域Ｂの拡大平面図である。
【図２５】ボーイング７２７などの機体が狭い航空機の正面図である。
【図２６】図２５の平面図である。
【図２７】図２５の側面図である。
【図２８】航空機の区画が、領域Ｂに、２つの座席を有する２つの外側寄り座席ユニット
と２つの座席を有する１つの中央寄り座席ユニットと２つの通路とを備える座席レイアウ
トをどのように含むことができるかを示す、図２５及び２６の切断面ｃｃでの断面図であ
る。
【図２９】図２７の領域Ｂの拡大平面図である。
【図３０】図２７のＡＡ方向の図である。
【図３１】前方の座面の下に延びているフットウェルが示されている、行に配置された外
側寄り座席の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０２４３】
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　添付図面を参照して例としてのみ、本発明がこれより説明される。
【０２４４】
　図１～２、７ａ～７ｅは、長手方向に形成された座席エリアを有する民間旅客輸送手段
内のまたはそのための外側寄り座席ユニット１００の例を示す。輸送手段は例えば、列車
、船、航空機またはバスであってもよい。輸送手段は航空機が好ましく、座席エリアは、
航空機のキャビンまたはキャビン区画などの乗客収容ゾーンである。外側寄り座席ユニッ
トは、輸送手段の外側側面に、例えば輸送手段の前後方向（通常の進行方向など）に平行
に延びる側面に隣接して配置されることが好ましいという理由から、本明細書においては
外側寄りとして説明する。
【０２４５】
　外側寄り座席ユニット１００は２つの座席１２０を含む。輸送手段に設置されるとき、
座席の一方は座席１２０ａのようにより中央寄りの位置に在り、他方は座席１２０ｂのよ
うにより外側寄りに在る。座席１２０ａ，１２０ｂは相互に平行の方向を向くことが好ま
しい。座席１２０ａ，１２０ｂは一直線に並んで配置されず、横整列の点で距離Ｂ分だけ
相互に食い違いに配置され、その結果、２人の隣り合う乗客は相互に肩を触れ合わせるこ
とがない。外側寄り座席１２０ｂは、これらの座席が向いている方向においては中央寄り
座席１２０ａよりも前方に配置されるが、前後方向に垂直の方向には整列されている。
【０２４６】
　外側寄り座席ユニットは、座面と背もたれとを各々備える２つの座席を含む。ユニット
は、また、座席１２０の片側から座席１２０の背面の周囲に座席の反対側へ延びる硬質成
形プラスチックシェル１１０を含む。シェルは、少なくとも部分的に座席の背面を取り囲
む。シェルは、床から上向きに延び、床に対して固定される。
【０２４７】
　シェル１００は、座席１２０の各々用のアームレスト１１４を画定できる。
【０２４８】
　座席１２０同士の間にプライバシースクリーン１５０を画定して、座席１２０に着席し
た乗客同士の間のプライバシーを提供できる。好ましい実施形態においては、プライバシ
ースクリーン１５０が恒常的にシェル１１０から延びかつシェルによって画定されると想
定されるが、別の実施形態においては取外し可能または移動可能とすることもできる。
【０２４９】
　外側寄り座席ユニット１００は、シェル１１０の背面の凹部１１２に各々収容される複
数のディスプレイユニット１３０を含むことができる。
【０２５０】
　ディスプレイユニット１３０は、映画、ゲーム、ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ、その他の機内
娯楽、フライト情報などの媒体を表示する画面１３２を備える。画面１３２は、枢動アー
ム１３４に取り付けられ、このアームによって、シェル１１０から画面１３２を離して、
後ろに着席する乗客によって画面１３２を便利に観ることができるように提供できる。
【０２５１】
　外側寄り座席ユニット１００は、機内娯楽及び照明などのための制御装置１８０を含む
ことができる。
【０２５２】
　外側寄り座席ユニット１００は、さらに２つのトレイテーブル１４０を含む。１つの実
施形態において、トレイテーブル１４０ａは、各座席１２０に付設されたアームレスト１
１４の下の保管室（図示せず）から折り返すことができる。しかしながら、別の実施形態
においては、トレイテーブル１４０ｂを、外側寄り座席ユニット１００の背面から特にシ
ェル１１０の背面から延ばして、後ろに着席する乗客のために便利な実用面を提供するよ
うに構成できる。
【０２５３】
　外側寄り座席ユニットは、さらに、少なくとも座席１２０を民間旅客輸送手段の床１１
１１に固定するように構成された固定組立体１７０を備えることができる。固定組立体１
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７０は、座席１２０が輸送手段の長手軸線１１２０に対してほぼ垂直の方向に整列するよ
うに、座席１２０を床１１１１にまたは床の高さ位置にあるシートレールに固定するよう
に構成される。このようにして、２つの座席１２０のいずれも、輸送手段内において他方
よりも前に出ないことが好ましい。座席１２０は、概して輸送手段の長手軸線１１２０に
対して鋭角αを成して外側の方向を向く（図７ｂに示すとおり）。好ましくは、この鋭角
αは長手軸線に対して１５～３０度であり、より好ましくは長手軸線に対して約２３度で
ある。
【０２５４】
　好ましい実施形態において、座席が距離Ｂだけオフセットしているため、外側寄り座席
ユニット１００の各座席１２０の対応する特徴は、前記の長手軸線１１２０に対してほぼ
垂直の線上において相互に整列することである。このようにして、外側座席ユニットに着
席する乗客が脚をさらに延ばす余裕を有しながら、座席ユニット同士の間の間隔を標準的
な（横並びの）座席構成体と同程度に制限することができる。
【０２５５】
　好ましい実施形態において、外側寄り座席ユニット１００を輸送手段の長手中心線の外
側に配置して、外側寄り座席ユニット１００を輸送手段の側面のキャビン内壁１１４０に
隣接する位置に配置できる。輸送手段が航空機である場合、壁は胴体に隣接する壁である
。シェル１１０は、見た目に心地よい外側寄り座席配列体を有し、かつ最も外側寄りの座
席１２０ｂとキャビンの壁１１４０との間のスペースを利用させるように、側壁１１４０
に隣接または近接しかつその輪郭に沿って構成されることが想定される。
【０２５６】
　１つの実施形態において、図３１に示すように、シェルは、１対のフットウェル１６０
、すなわち中央寄りフットウェル１６０ａ及び外側寄りフットウェル１６０ｂを画定する
。フットウェルは、少なくとも部分的に１つまたはそれ以上の座席１２０の下に延びる。
好ましい実施形態において、中央寄りフットウェル１６０ａは、少なくとも部分的に座席
１２０ａ，１２０ｂの両方の下に延び、その結果、外側寄り座席配列体１００の後ろに配
置された同様の外側寄り座席配列体１００の中央寄り座席１２０ａに着席する乗客は、座
席１２０と整列して（すなわち座席１２０が整列するのと同じ鋭角αで）前方へ脚を延ば
すことができる。
【０２５７】
　同様に、外側寄り座席配列体１００の後ろに配置された同様の外側寄り座席配列体１０
０の外側寄り座席１２０ｂに着席する乗客は、座席１２０と整列して前方へ脚を外側寄り
フットウェル１６０ｂ内部に延ばすことができる。外側寄りフットウェル１６０ｂは、脚
を入れる余裕を大きくするために、外側寄り座席配列体１００の外側側面に開放側面を有
することが想定される（図３１）。
【０２５８】
　各座席１２０は、直立着席位置と寄りかかり位置との間で可動的であることが想定され
る。各座席は、背もたれ部１２２と座面部１２４とを備える。座席１２０の座面部は、前
縁１２４ａ及び後縁１２４ｂを画定する。背もたれ部１２２、座面部１２４及びフットレ
スト部１２８の各々は、直立着席位置と寄りかかり位置との間で可動的である。座席１２
０の座面部１２４は、寄りかかり位置へ動くときにその後縁１２４ｂにおいて下向きに下
降できる一方で、座面部１２４の前縁１２４ａは上向きに隆起できる。シェルは、座面及
び（または）背もたれが動くとき静止したままである。
【０２５９】
　好ましくはシェルによって形成されるアームレストも、静止したままである。座席ユニ
ットの最も外側寄りの座席のアームレスト１１４は、座席ユニットのこれよりも中央寄り
の座席の対応するアームレストよりも輸送手段内の前方にない。
【０２６０】
　図２４及び２９に示すように、上述の外側寄り座席ユニット１００は、方向ＬＬに平行
である長手方向に形成された座席エリアを有する旅客輸送手段用の外側寄り座席構成体１
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０００に構成可能である。外側寄り座席構成体１０００は、上述のように、複数の外側寄
り座席ユニット１００を備え、各外側寄り座席ユニット１００は１対の座席１２０を備え
、外側寄り座席配列体１００は前後に配置される。
【０２６１】
　座席構成体１０００の各外側寄り座席ユニット１００は、前後に整列するように乗客輸
送手段の床１１１１に固定される。各外側寄り座席ユニット１００は、外側寄り座席配列
体１００の座席１２０が、輸送手段の長手軸線１１２０に対して鋭角αに、概して外側方
向を向くように、床１１１１に固定される。
【０２６２】
　外側寄り座席ユニット１００の各々は、中央長手軸線１１２０の外側に配置され、好ま
しくは、輸送手段のキャビン内側壁１１４０に隣接して配置される。
【０２６３】
　このような好ましい外側寄り座席構成体１０００において、１対の座席ユニットのうち
のより前方の外側寄り座席ユニットの座席１２０ａ及び１２０ｂの全体的な整列は、これ
よりも後方の外側寄り座席ユニット１００における座席１２０の全体的な整列に対して平
行である。
【０２６４】
　本発明の別の態様によれば、図３、４、６及び９に記載されているように、中央寄り座
席ユニット２００が提供される。中央寄り座席ユニットは、民間旅客輸送手段の長手中央
線１１２０上に配置できる。
【０２６５】
　中央寄り座席ユニット２００は、横並びに配置され相互に固定された１対の座席２２０
を備える。各座席は、背もたれ部２２２と、座面部２２４とを備え、これらは、外側寄り
座席ユニット１００について説明した座席１２０と同様の特徴と同様に作用する。
【０２６６】
　中央寄り座席ユニット２００の座席２２０は、輸送手段の長手軸線１１２０に対して鋭
角βの角度を成して、かつ相互に鋭角２ｘβの角度を成して整列する。それぞれの座席２
２０の背もたれ部２２２は、座面部２２４よりも鋭角２ｘβの頂点Ｖの近くに位置する。
このようにして、中央寄り座席ユニット２００の並置される隣り合う座席２２０に着席す
る乗客は、プライバシーが増大するように、互いから顔をそらし反対の外側方向を向く。
好ましい実施形態において、角度βは１５～３０度の範囲であり、さらに好ましくは２３
度である。
【０２６７】
　中央寄り座席ユニット２００はさらに、それぞれの座席２２０の座面部２２４同士の間
に延びる実用面２１６を含む。実用面２１６は、２つの区画から構成されて、各座席の座
面部２２４と同一平面になるように動かすことと、座席２２０の一方または両方にいる乗
客用のアームレストまたはテーブルを提供する位置へ動かすこととを含めて、上下に（好
ましくは各区画を個別に及び（または）一緒に）動かせるものであると想定される。下降
位置にあるときに、実用面は、第三の人用の座席として作用し、または隣接する座面と共
に一方または両方の主乗客が使用するものよりも大きな表面を創生することができる。
【０２６８】
　１つの実施形態において、実用面２１６の下は保管エリア３１９を画定できる空隙であ
る。保管エリアは乗客の所持品を受容して保管できる。これが図１０に示される。保管エ
リアを閉鎖することができ、保管エリアは、輸送手段または航空機の前方へ向く方向に開
放可能であり、床１１１１から上向きに延びる。実用面は、下降位置にあるときには主座
席の間に人を座らせることができる座席として機能し、上昇位置にあるときにはアームレ
ストまたはテーブルとして機能できる。実用面は、その下の保管室２３０の蓋としても作
用する。各乗客が別個に保管室３２０を開閉できるように、図１０に示すように実用面を
２つの区画として提供できる。実用面が上昇位置にあるときには、２つの座席の乗客が使
用及び（または）共用するテーブルトップとしても作用する。これによって機内での食事
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で共用することを容易にする。乗客の脚を実用面の下のエリアに置くことができる。
【０２６９】
　実用面は、実用面を上昇位置と下降位置との間で移動させることができるようにする土
台構造３３１によって支持される。好ましくは、土台構造３３１は、実用面が上下に動け
るようにするために、座席構造体に対してレール機構によって支持される。ロック機構を
使用して、一定のまたは希望の（１または複数の）高さで土台構造をロックできる。好ま
しくは、この高さは無限に可変的であってもよく、または設定された位置であってもよい
。
【０２７０】
　別の実施形態において、土台構造３３１は、図１１に示すようにまた図１２において点
線で示すようにこれが上昇位置にあるときに、空隙または間隙３３０が与えられるような
形状であることが好ましい。片脚または両脚の少なくとも一部を間隙内部に置けるので、
この間隙３３０は乗客により効果的な空間を提供することができる。
【０２７１】
　土台構造３３１は、上昇位置に構成されるときに、乗客が脚を実用面の下の、それぞれ
の座席２２０同士の間の間隙３３０内部に延ばすことができる、隣接する座面２２４の上
の高さまで上昇可能である。このようにして、２人の乗客がテーブル面として実用面を使
用し、脚を実用面の下に延ばして互いに向かい合って座ることができる。
【０２７２】
　シェルは、座席の背面から前方に向かって周囲を包囲し、各座席の背もたれを越えて部
分的に突出して、各乗客のための二次的な背もたれとなることができる。このような二次
的な背もたれを、乗客が他方の乗客の方を向いて体の位置をさらに回転させるときに使用
できる。
【０２７３】
　好ましくは、中央寄り座席ユニット２００は、さらに、土台構造が下降位置にあるとき
に乗客が中央背もたれに寄りかかって実用面を追加の座席として使用できるように、それ
ぞれの座席２２０の背もたれ部同士の間に配置された中央背もたれを含む。
【０２７４】
　中央寄り座席ユニット２００は、機内娯楽システム等のための制御装置２８０を含む。
制御装置はシェル２１０に取り付けられる。
【０２７５】
　外側寄り座席ユニット１００と同様に、中央寄り座席ユニット２００は、座席２２０を
民間旅客輸送手段の床１１１１に固定するように構成された固定組立体２７０を含む。
【０２７６】
　さらに、中央寄り座席ユニット２００は、少なくとも部分的に座席２２０の背面の周り
に延びるシェル２１０を含み、シェルは外側寄り座席ユニット１００のシェル１１０と同
様の機能を果たす。例えば、シェルは、シェル２１０の背面の凹部２１２にディスプレイ
ユニット２３０を収容できる。ディスプレイユニットは、外側寄り座席ユニット１００の
ディスプレイユニットと同様であり、同様に画面２３２及び枢動アーム２３４を含み、同
様に可動的である。
【０２７７】
　シェル２１０は、硬質成形プラスチックまたは樹脂材料から構成されることが想定され
、座席２２０の外側側面に少なくとも１つのアームレスト２１４を画定するように成形さ
れる。中央寄り座席ユニット２００はアームレストから外向きに折りたたむことのできる
少なくとも１つのトレイテーブル２４０を含むことができる。また、トレイテーブル２４
０がシェル２１０の背面から延びて、後ろに着席する乗客のための便利な実用面を提供で
きることも想定される。
【０２７８】
　１つの実施形態において、中央座席配列体２００は、シェル２１０から座席２２０同士
の間に延びるプライバシースクリーン２５０を含む。１つの実施形態において、プライバ
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シースクリーン２５０はシェルに対して固定位置に取り付けられる。プライバシースクリ
ーンをシェルによって画定できる。別の実施形態において、プライバシースクリーン２５
０は、座席２２０同士の間から取り外されることができるように可動的である。
【０２７９】
　外側寄り座席ユニット１００と同様に、シェル２１０はさらに、１つのフットウェルま
たは１対のフットウェル２６０の少なくとも一部を画定して、中央座席配列体２００の後
ろに座る１又は複数の乗客の脚を収容できる。
【０２８０】
　図３に示すように、民間旅客機の中央寄り座席構成体２０００は、上述の中央寄り座席
ユニット２００を使用する航空機の区画の少なくとも一部内に画定できる。民間旅客機の
中央寄り座席構成体２０００は、中央寄り座席ユニット２００の複数の列２０１０を備え
、各ユニットは２つの並置された座席１２０から構成され、その後ろにシェル１１０が延
びて、後ろに配置された同様のユニット２００から２つの座席１２０を分離する。
【０２８１】
　２つの座席１２０は、各々、反対の外側方向を向く。各ユニット２００は航空機の中央
部に配置される。
【０２８２】
　好ましい実施形態において、複数の列２０１０は行２０２０に配置される。行２０２０
は、航空機の長手軸線１１２０に対して平行の方向へ延びる。ユニット２００の座席１２
０は、これらの背もたれでまたは背もたれに向かって互いに近づく。さらに、各座席１２
０は、航空機の長手軸線に対して（図６ｂに示す）角度βの、好ましくは長手軸線に対し
て５～３０度の、最も好ましくは約２３度の方向を向く。角度βは外側寄り座席ユニット
１００の座席１２０の角度αと同じであることが好ましいと考えられる。それによって乗
客同士の間のプライバシーを提供するのに役立つ。
【０２８３】
　好ましい実施形態において、中央寄り座席ユニット２００の各座席２２０は、航空機に
おいて中央寄り座席ユニット２００の他の座席よりも前に配置されない。
【０２８４】
　上記記載の説明から、航空機において使用されるときに、中央寄り座席ユニットは、座
っている２人の乗客を収容するための複数のゾーンを形成することが明らかだろう。各ゾ
ーンは中央寄り座席ユニットの複数の列同士の間に、部分的には複数の列によって画定さ
れ、各中央寄り座席ユニットは乗客が座れる並置された２つの座席２２０から構成され、
２つの座席は各々反対の外側方向を向き、各ゾーンは部分的に隣接するゾーンと重なる。
【０２８５】
　本発明は、また、上述のような中央寄り座席構成体２０００と外側寄り座席構成体１０
００とを含む座席システムを提供することができる。
【０２８６】
　２つの座席構成体１０００，２０００の組合せは、協働して、これらの座席に収容され
る乗客のための優れた視線プライバシー（ｌｉｎｅ－ｏｆ－ｓｉｇｈｔ　ｐｒｉｖａｃｙ
）を提供するとともに、快適で効率のよい座席レイアウトを提供できると考えられる。硬
質のシェルを持つことによって乗客の快適さが向上する。後ろの座席の乗客は自分の座席
を出入りするときに前の座席の背もたれを揺らすことなく、ひいては他の乗客を煩わせる
ことなくシェルを保持することができるからである。外側寄り座席ユニットの座席はオフ
セットされ食い違っているので隣り合う乗客同士の肩がぶつかることが避けられる。
【０２８７】
　図２８～３０を参照すると、外側寄り座席ユニットを、中央寄り座席ユニット抜きで、
航空機の区画Ｂに提供できる。例えば、ボーイング７３７など機体の狭い航空機において
は２×２の配置で座席を導入できる。対の座席は通路で分離される。２×２の配置は、列
状に整列した隣り合う対の座席を有してもよく、列は長手方向ＬＬに対して垂直に延びる
か、または１対の座席の列は、通路の反対側の１対の座席の列よりもわずかに前方にある
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。
【０２８８】
　このことは、図２４に示すような座席ユニットにも同様に応用できる。例えば、外側寄
り座席ユニットの行の座席を、航空機内において特定の列番号の中央寄り座席ユニットよ
りもわずかに前に配置できる。実際には、座席ユニット間の間隔は、列によって異なって
もよい。
【０２８９】
　１つの行の各座席ユニットの列の方向は、相互に平行である。同様に、上述の複数の座
席ユニットが提供される輸送手段の区画において、１つの行の座席ユニットの列の方向は
別の行の座席ユニットの列に対して平行である。
【０２９０】
　航空機において組み合わされたときに、座席システムによってもたらされる利点は、飛
行時間が通常長く、空間及び容積の利用が重要課題である旅客機において特に有利である
。
【０２９１】
　本明細書において、座席がユニットして提供されているが、座席を個別に輸送手段に取
り付けることができると考えられる。ユニットとして座席を提供することは、座席をユニ
ットとして航空機のシートレールに便利に設置し固定できる民間旅客航空会社にとって特
に利点がある。このことを、シートレールに座席ユニットを固定させる固定具を有する座
席台座に座席を取り付けることによって達成することができる。
【０２９２】
　上記記載において、既知の均等物を持つ要素または整数に言及される場合、このような
均等なものは個別に記されているかのように含まれるものとする。
【０２９３】
　本発明が特定の実施形態を参照しつつ例として説明されたが、本発明の範囲または精神
から逸脱することなく修正及び（または）改良を加えられることが理解されるべきである
。
　また、本発明は以下に記載するように構成することもできる。
　（１）　民間旅客輸送手段の長手方向に延びる乗客用座席エリアにおいて、前記輸送手
段の長手中心線に配置された座席配列体であり、
　前記座席配列体が、並べて配置され相互に固定された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角方向を向き、かつ
　それぞれの座席の前記背もたれ部が、前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近いことを特
徴とする、
　座席配列体。
　（２）　各座席の前記座面部が互いから分離され、
　前記対の座席の前記座面部同士の間にアームレストが配置されることを特徴とする、
　（１）に記載の座席配列体。
　（３）　前記アームレストが前記対の座席に座る乗客によって相互に使用できるように
構成されることを特徴とする、
　（２）に記載の座席配列体。
　（４）　前記座席配列体が前記対の座席の前記座面部同士の間に配置された実用面を含
むことを特徴とする、
　（１）に記載の座席配列体。
　（５）　前記実用面が上昇位置と下降位置との間で移動可能であるように土台構造によ
って支持されることを特徴とする、



(29) JP 5663556 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

　（４）に記載の座席配列体。
　（６）　前記実用面が、上昇位置にあるときに、それぞれの座席の１つまたは各々に座
る乗客が腕を乗せられるように構成されることを特徴とする、
　（５）に記載の座席配列体。
　（７）　前記実用面が、下降位置にあるときに、各座席の前記座面と一緒に、乗客が横
になる（好ましくは平らな）面を形成することを特徴とする、
　（５）または（６）に記載の座席配列体。
　（８）　前記実用面が、下降位置にあるときに、各座席の前記座面と一緒に、連続的支
持面を画定することを特徴とする、
　（５）または（６）に記載の座席配列体。
　（９）　前記実用面が上昇位置にあるときに、前記２つの座席に座る乗客が、相互に向
かい合う向きで座るために、前記実用面の下に脚を置くことができることを特徴とする、
　（５）～（８）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（１０）　前記実用面が前記土台構造によってその上昇位置と下降位置との間で移動可
能であり、
　前記土台構造が、前記実用面が前記上昇位置にあるときに、座っている乗客の脚を前記
実用面の下の領域に出し入れするように揺動させるのを妨げないように構成されることを
特徴とする、
　（５）に記載の座席配列体。
　（１１）　前記実用面が摺動機構によって移動可能に支持された前記土台構造によって
移動可能であることを特徴とする、
　（５）に記載の座席配列体。
　（１２）　前記２つの座席の前記背もたれ部同士の間に、前記実用面が下降位置にある
ときに前記実用面に座る乗客が使用するために与えられた別の背もたれが配置されること
を特徴とする、
　（４）～（１１）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（１３）　前記２つの座席の前記座面が第一位置にあるときに、前記２つの座席の前記
座面同士の間に位置しかつこれら同士の間に拡がる二次座面が提供され、
　前記二次座面の下に空隙があり、
　前記二次座面が前記第一位置とさらに上昇した第二位置との間で移動可能であり、
　前記第二位置にある前記二次座面は、前記２つの座席の前記座面から分離されて、前記
２つの座席の各々に座る乗客の少なくとも１本の腿を受容するのに十分な間隙を創生する
ことを特徴とする、
　（１）に記載の座席配列体。
　（１４）　さらに、前記座席が相互に向かって鋭角に整列して、前記旅客輸送手段の前
記長手軸線に対して各々鋭角を成すと共に反対の外側方向を各々向くように、前記民間旅
客輸送手段の床に前記座席を固定するように構成された固定組立体を備える、
　（１）～（１３）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（１５）　さらに、少なくとも部分的に両方の座席の背面の周りに延びるシェルを備え
る、
　（１）～（１４）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（１６）　前記シェルが硬質成形プラスチック材から構成されることを特徴とする、
　（１５）に記載の座席配列体。
　（１７）　前記シェルが、前記座席配列体の後ろに着席する乗客が観るために与えられ
た画像ディスプレイユニットを収容する凹部を画定することを特徴とする、
　（１６）に記載の座席配列体。
　（１８）　前記シェルが各座席用の少なくとも１つのアームレストを画定することを特
徴とする、
　（１５）～（１７）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（１９）　前記シェルが、前記座席配列体の後ろに座る乗客の脚を収容する少なくとも
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１つのフットウェルを画定することを特徴とする、
　（１５）～（１８）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（２０）　前記フットウェルにより、前記座席配列体の後ろに座る乗客が、両脚を前の
座席の前記座面の下に置くことができる形状になっていることを特徴とする、
　（１９）に記載の座席配列体。
　（２１）　前記シェルが、床の高さ位置から延びて、各座席の前記背もたれ部の上へ突
出することを特徴とする、
　（１５）に記載の座席配列体。
　（２２）　前記シェルが、前記座席配列体において各乗客が他方の座席により向いた位
置にあるときに、各座席に座る乗客が使用するための二次背もたれとなるように延びるこ
とを特徴とする、
　（１５）または（２１）に記載の座席配列体。
　（２３）　前記シェルが、前記座席配列体の各側を包囲するように少なくとも部分的に
各座席が向く側へ突出するように延びることを特徴とする、
　（１５）、（２１）または（２２）に記載の座席配列体。
　（２４）　前記各座席が前記長手方向に対して１５度～３０度、好ましくは２３度の角
度を向くことを特徴とする、
　（１）～（２３）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（２５）　前記座席が相互に３０～６０度、好ましくは４６度の角度を向くことを特徴
とする、
　（１）～（２４）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（２６）　前記２つの座席の間にプライバシースクリーンが配置されることを特徴とす
る、
　（１）～（２５）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（２７）　各座席が直立着席位置と寄りかかり位置との間で可動的であることを特徴と
する、
　（１）～（２６）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（２８）　前記背もたれ部及び座面部の一方または両方が、直立着席位置と寄りかかり
位置との間で可動的であることを特徴とする、
　（１）～（２７）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（２９）　前記座席が相互に接続されて、一体の１対の座席を形成することを特徴とす
る、
　（１）～（２８）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（３０）　長手方向に延びる乗客用座席エリアを含む民間旅客輸送手段の長手中心線に
沿って設置された、
　（１）～（２９）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（３１）　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席
ユニットであり、
　前記座席ユニットが、相互に隣り合って座席の列を形成する少なくとも２つの座席を備
え、
　前記座席列が、前記民間旅客輸送手段において前及び後ろの一方または両方の同様の座
席列から分離され、
　前記列が前記民間旅客輸送手段の前記長手方向に対して垂直に延び、
　前記座席列の各座席が前記輸送手段の前方を向き、
　さらに各座席が、相互に離れるようにかつ前記輸送手段のそれぞれの外側側面に向かっ
て角度付けられ、かつ、
　前記座席列が単一ユニットとして提供される、
　座席ユニット。
　（３２）　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段であり、
　前記輸送手段が、座席の列を形成する２つの隣り合う座席を備える座席ユニットを備え
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、
　前記列が前記民間旅客輸送手段の長手方向に対して垂直に延び、
　各座席が、前記輸送手段の前方を向き、さらに相互から離れるようにかつ前記輸送手段
のそれぞれの対向する外側側面に向かって角度付けられる、
　民間旅客輸送手段。
　（３３）　各座席が、座面部と前記座面部から上向きに延びる背もたれ部とを含むこと
を特徴とする、
　（３２）に記載の輸送手段。
　（３４）　前記座面部が相互に分離され、
　前記座面部同士の間にアームレストが配置されることを特徴とする、
　（３３）に記載の輸送手段。
　（３５）　前記アームレストが、各座席に座る乗客が使用するために与えられた共同の
アームレストであることを特徴とする、
　（３４）に記載の輸送手段。
　（３６）　前記座席ユニットが前記座席の前記座面部同士の間に配置された実用面を含
むことを特徴とする、
　（３３）に記載の輸送手段。
　（３７）　前記実用面が上昇位置と下降位置との間で移動可能であるように土台構造に
よって支持されることを特徴とする、
　（３６）に記載の輸送手段。
　（３８）　前記実用面が、その上昇位置にあるときに、それぞれの座席の１つまたは各
々に座る乗客が腕を乗せるために与えられていることを特徴とする、
　（３７）に記載の輸送手段。
　（３９）　前記実用面が、その下降位置にあるときに、前記座席の少なくとも１つの前
記座面と一緒に乗客が横になる面を形成することを特徴とする、
　（３７）に記載の輸送手段。
　（４０）　前記実用面が、その下降位置にあるときに、各座席の前記座面と一緒に連続
的な支持面を画定することを特徴とする、
　（３７）または（３８）に記載の輸送手段。
　（４１）　前記実用面が前記土台構造によってその上昇位置と下降位置との間で移動可
能であるように支持され、
　前記土台構造が、前記実用面が前記上昇位置にあるときに乗客の脚を前記実用面の下の
領域に出し入れするように揺動させるのを妨げないように構成されることを特徴とする、
　（３７）～（４０）のいずれか一つに記載の輸送手段。
　（４２）　前記２つの座席の前記背もたれ部同士の間に、前記実用面がその下降位置に
あるときに前記実用面に座る乗客が使用するために与えられた別の背もたれが配置される
ことを特徴とする、
　（３７）～（４１）のいずれか一つに記載の輸送手段。
　（４３）　さらに、少なくとも部分的に両方の座席の背面の周りに延びるシェルを備え
る、
　（３２）～（４２）のいずれか一つに記載の輸送手段。
　（４４）　前記シェルが前記座席ユニットの後ろに座る乗客の脚を収容する少なくとも
１つのフットウェルを画定することを特徴とする、
　（４３）に記載の輸送手段。
　（４５）　前記フットウェルにより、前記座席ユニットの後ろに座る乗客が前の座席の
前記座面の下に脚を置くことができる形状であることを特徴とする、
　（４４）に記載の輸送手段。
　（４６）　前記座席ユニットの各座席が、前記長手方向に対して１５～３０度、好まし
くは２３度の角度を向くことを特徴とする、
　（３２）～（４５）のいずれか一つに記載の輸送手段。
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　（４７）　前記座席が、互いに対して３０～６０度、好ましくは４６度の角度を向くこ
とを特徴とする、
　（３２）～（４６）のいずれか一つに記載の輸送手段。
　（４８）　長手方向に形成される乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段のための
またはその中の座席配列体であり、
　前記座席配列体が、
　　　ａ）２つの並置された座席と、
　　　ｂ）前記２つの座席をすぐ後ろに配置された同一の座席配列体から分離するために
配置されたシェルと、
　を備え、
　前記２つの座席が各々、前記輸送手段の前方を向き、（使用中に前記輸送手段の反対の
外側側面に向くような）角度で相互に離れるように向き、
　前記シェルが、後ろに配置された同一の座席配列体の前記座席に座る少なくとも１人の
乗客の少なくとも脚を受容する少なくとも１つのフットウェルを含むことを特徴とする、
　座席配列体。
　（４９）　前記２つの並置された座席及び前記シェルが単一の座席ユニットを画定する
ことを特徴とする、
　（４８）に記載の座席配列体。
　（５０）　前記シェルがフットウェルを画定するスカラップ領域を含み、
　前記の後ろの同一の座席配列体に座る乗客が、脚を少なくとも部分的に前記２つの並置
された座席の少なくとも一方の下の前記フットウェル内部に置くことができることを特徴
とする、
　（４８）または（４９）に記載の座席配列体。
　（５１）　前記シェルが床の高さ位置から上向きに延びることを特徴とする、
　（４８）～（５０）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（５２）　長手方向に形成された座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席配列体
であり、
　前記座席配列体が、並べて配置されかつ相互に固定された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角を成す平行でない方向を向き、
　各座席にそれぞれ対応する前記背もたれ部が前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近く、
　前記対の座席の間に支持面が配置され、
　前記支持面が、少なくとも１人の座っている乗客にアームレストを提供する第一位置と
、前記対の座席の少なくとも１つの座面部と同一平面にある第二位置との間で移動可能で
あることを特徴とする、
　座席配列体。
　（５３）　長手方向に形成された座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席ユニッ
トであり、
　前記座席ユニットが、相互に並べて配置された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角を成す平行でない方向を向き、
　各座席の前記背もたれ部が前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近く、
　前記対の座席の間に支持部材が配置され、
　前記支持部材が、少なくとも１人の座っている乗客にアームレストを提供する第一位置
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と、前記対の座席の少なくとも一方の座面部と同一平面にある第二位置との間で移動可能
であることを特徴とする、
　座席ユニット。
　（５４）　２つの前記支持部材が提供され、
　第一の支持部材が前記座席の第一の座席と結合されて、前記第一の支持部材が、前記第
一の座席に座る乗客にアームレストを提供する第一位置と、前記第一の座席の前記座面部
と同一平面にある第二位置との間で移動可能であり、
　第二の支持部材が前記座席の第二の座席と結合されて、前記第二の支持部材が、前記第
二の座席に座る乗客にアームレストを提供する第一位置と、前記第二の座席の前記座面部
と同一平面にある第二位置との間で移動可能であることを特徴とする、
　（５３）に記載の座席ユニット。
　（５５）　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席
ユニットであり、
　前記座席ユニットが、相互に並べて配置された１対の座席を備え、
　各座席が、
　　　背もたれ部と、
　　　座面部と、
　を備え、
　前記座席が相互に鋭角を成す平行でない方向を向き、
　各座席の前記背もたれ部が前記座面部よりも前記鋭角の頂点に近く、
　前記対の座席の間に支持部材が配置され、前記支持部材が、少なくとも１人の座ってい
る乗客にテーブルを提供する第一位置と、前記対の座席の少なくとも一方の座面部と同一
平面にある第二位置との間で移動可能であることを特徴とする、
　座席ユニット。
　（５６）　２つの前記支持部材が提供され、
　第一の支持部材が前記座席の第一の座席と結合されて、前記第一の支持部材が、前記第
一の座席に座る乗客にテーブルを提供する第一位置と、前記第一の座席の前記座面部と同
一平面にある第二位置との間で移動可能であり、
　第二の支持部材が前記座席の第二の座席と結合されて、前記第二の支持部材が、前記第
二の座席に座る乗客にテーブルを提供する第一位置と、前記第二の座席の前記座面部と同
一平面にある第二位置との間で移動可能であることを特徴とする、
　（５５）に記載の座席ユニット。
　（５７）　民間旅客機であり、
　前記旅客機の床の高さ位置に前後に配置された複数の同一の座席ユニットを支持し、
　各座席ユニットが、並んでいる前記ユニットのそれぞれの座席によって各々支持されて
いる２人の座っている乗客を収容する乗客収容ゾーンを提供し、
　前記２つの座席が、前記座席が平行でない方向でありかつ互いに近寄らない方向を向く
ような角度を相互に向き、かつ、
　前記床の高さ位置から上向きに延びる固定されたシェルが提供されて、前記ゾーンが前
の座席ユニットのゾーンと部分的に重なるように前記ゾーンを分離することを特徴とする
、
　旅客機。
　（５８）　前記座席ユニットが、前記旅客機の前後方向に延びる行に配置されることを
特徴とする、
　（５７）に記載の旅客機。
　（５９）　各前記座席ユニットの前記シェルが前記旅客機の床に対して固定されること
を特徴とする、
　（５７）または（５８）に記載の旅客機。
　（６０）　各座席ユニットの前記座席を直立着席位置及び寄りかかり着席位置に構成で
きることを特徴とする、
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　（５７）～（５９）のいずれか一つに記載の旅客機。
　（６１）　各前記座席が、座面部と前記座面部に対して上向きに延びる背もたれ部とを
含み、
　前記座面部と前記背もたれ部の両方が、直立着席位置及び寄りかかり着席位置に位置決
めされるように前記シェルに対して可動的であることを特徴とする、
　（５７）～（６０）のいずれか一つに記載の旅客機。
　（６２）　長手方向に形成された乗客用座席エリアを有する民間旅客輸送手段の座席構
成体であり、
　前記座席構成体が座席上に座位の乗客を収容する少なくとも１つの座席配列体を備え、
　前記座席配列体が、前記座席が前記輸送手段の長手方向に対して鋭角を成して前記座席
配列体が隣接する前記輸送手段の外側側面に面する方向を向くように、前記旅客輸送手段
に前記座席配列体を固定するための締結具を含む、
　座席構成体。
　（６３）　前記座席構成体が複数の座席配列体から構成される行を備え、
　前記行が前記長手方向に対して平行な方向に延び、かつ、
　全ての座席配列体の前記座席が相互に平行の方向を向くことを特徴とする、
　（６２）に記載の座席構成体。
　（６４）　前記行が前記輸送手段の前記長手中心線に対して平行にかつその外側側面で
延びることを特徴とする、
　（６３）に記載の座席構成体。
　（６５）　前記輸送手段が旅客機であり、
　前記座席配列体が前記旅客機の側面の胴体壁に隣接して配置されることを特徴とする、
　（６４）に記載の座席構成体。
　（６６）　前記座席配列体が前記座席の少なくとも背面を被覆する硬質成形シェルを備
えることを特徴とする、
　（６２）～（６５）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（６７）　前記シェルが、前記配列体の後ろに座る乗客が観るための画像ディスプレイ
ユニット用の凹部を前記座席配列体の背面に画定することを特徴とする、
　（６６）に記載の座席構成体。
　（６８）　前記シェルの背面で外向きに延びて前記座席配列体の後ろに着席する乗客の
ために実用面を提供する、少なくとも１つのトレイテーブルが提供されることを特徴とす
る、
　（６６）または（６７）に記載の座席構成体。
　（６９）　前記シェルが前記座席に座る乗客が使用するために与えられた少なくとも１
つのアームレストを含むことを特徴とする、
　（６６）～（６８）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（７０）　前記座席配列体が２つの隣り合う座席を備えることを特徴とする、
　（６２）～（６９）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（７１）　前記２つの座席が、相互に隣り合って配置され、かつ前記長手方向に対して
垂直の方向に相互に整列することを特徴とする、
　（７０）に記載の座席構成体。
　（７２）　前記座席が、１５～３０度、好ましくは２３度の角度で前記長手方向に対し
て外向きに角度付けられることを特徴とする、
　（７１）に記載の座席構成体。
　（７３）　前記シェルが前記座席配列体の後ろに座る乗客の脚を収容する少なくとも１
つのフットウェルを画定することを特徴とする、
　（６６）に記載の座席構成体。
　（７４）　前記座席配列体が２つの隣り合う座席を備え、
　固定されたシェルが前記２つの隣り合う座席の背面を被覆し、
　前記シェルが、前記座席配列体の後ろに座る乗客の脚を収容すると共に少なくとも部分
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的に両方の前記座席の下に延びる、少なくとも第一のフットウェルを画定することを特徴
とする、
　（６２）に記載の座席構成体。
　（７５）　前記シェルが少なくとも部分的に、前記座席のうちの１つのみの下に延びる
第二のフットウェルを画定することを特徴とする、
　（７４）に記載の座席構成体。
　（７６）　前記座席が直立着席位置と寄りかかり位置との間で可動的であることを特徴
とする、
　（６２）～（７５）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（７７）　長手方向に延びる乗客用座席エリアを含む民間旅客輸送手段であり、
　前記輸送手段が、
　前記乗客用座席エリア内に座席配列体を備え、
　前記座席配列体が、
　　　相互に対して平行方向を向くように配列された複数の座席であり、前記座席の各々
が１つの座面を含み、前記座面の前縁が向く方向に隣り合う座席の前記座面の前縁と食い
違う、複数の座席と、
　　　前記座席が長手方向に対してほぼ垂直の方向に整列すると共に前記長手方向に対し
て鋭角を成して外側方向を向くように、前記座席を前記輸送手段の床に固定する固定組立
体と、
　を備える、
　民間旅客輸送手段。
　（７８）　前記座席配列体が少なくとも部分的に前記座席の背面の周りに拡がるシェル
を含むことを特徴とする、
　（７７）に記載の輸送手段。
　（７９）　各前記座席が、１５～３０度、好ましくは２３度の角度で前記長手方向に角
度付けられることを特徴とする、
　（７７）または（７８）に記載の輸送手段。
　（８０）　前記シェルが、前記輸送手段の前記床から上向きに延び、かつ前記座席配列
体の後ろに座る乗客の脚を収容する少なくとも１つのフットウェルを画定することを特徴
とする、
　（７８）に記載の輸送手段。
　（８１）　前記シェルが、少なくとも部分的に最も外側寄りの座席の下に延びる第一フ
ットウェルと、少なくとも部分的に前記最も外側寄りの座席及び別の前記座席の下に延び
る第二のフットウェルとを画定することを特徴とする、
　（７８）または（８０）に記載の輸送手段。
　（８２）　前記輸送手段が航空機であり、
　前記座席配列体が胴体／キャビンの壁に隣接して配置され、
　前記シェルが前記胴体／キャビンの壁に隣接しこれに近接して配置されるように構成さ
れることを特徴とする、
　（７８）に記載の輸送手段。
　（８３）　前記座席が相互に取り付けられて、一体の座席配列体を形成することを特徴
とする、
　（７７）～（８２）のいずれか一つに記載の輸送手段。
　（８４）　前記輸送手段が航空機であり、
　前記長手方向が前記航空機の前後方向に対して平行である、
　（７７）～（８２）のいずれか一つに記載の輸送手段。
　（８５）　長手方向に形成された座席エリアを有する民間旅客輸送手段用の座席配列体
であり、
　前記座席配列体が、
　　　相互に並べて取り付けられかつ平行な方向を向く１対の座席と、
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　　　少なくとも部分的に前記座席の背面の周りに拡がるシェルと、
　を備え、
　前記シェルが、前記座席の前記背面に、前記座席配列体の後ろに座る乗客の脚を受容す
る少なくとも１つのフットウェルを画定し、かつ、
　前記フットウェルが少なくとも部分的に両方の座席の下に延びることを特徴とする、
　座席配列体。
　（８６）　前記座席が、向く方向において、相互の整列が食い違うことを特徴とする、
　（８５）に記載の座席配列体。
　（８７）　前記座席が、前記輸送手段の前後方向に対して垂直の方向に整列した状態で
互いに対して配置されるように、前記座席を前記民間旅客輸送手段の床に固定するように
構成された固定組立体に係合され、かつ、
　前記座席が概して、前記輸送手段の前後方向に対して鋭角を成して外側方向を向くこと
を特徴とする、
　（８５）または（８６）に記載の座席配列体。
　（８８）　前記座席の各々が１つの座面を含み、
　各前記座面の前縁が、前記隣接する座席の前記座面の前縁からオフセットしていること
を特徴とする、
　（８５）～（８７）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（８９）　旅客機の１つの区画の少なくとも一部において画定された旅客機乗客用座席
構成体であり、
　前記座席構成体が複数の座席配列体を備え、
　各座席配列体が、座席の列を画定する２つの並置された座席と、前記２つの座席の少な
くとも一部の周りに延びて前記２つの座席を後ろに配置された前記座席配列体から少なく
とも分離するシェルとを備え、
　前記シェルがさらに、前記座席配列体の座席の各々に対して少なくとも１つのアームレ
ストを画定する、
　座席構成体。
　（９０）　各座席が、前記シェルに対して、直立着席位置と寄りかかり着席位置との間
で可動的であることを特徴とする、
　（８９）に記載の座席構成体。
　（９１）　各座席が前記旅客機の長手方向に対して或る角度で向く方向を有することを
特徴とする、
　（８９）または（９０）に記載の座席構成体。
　（９２）　前記向く方向が、前記旅客機の長手中心線から離れる方向であることを特徴
とする、
　（９１）に記載の座席配列体。
　（９３）　前記座席配列体が前記旅客機の外側シェルのすぐ隣に配置されることを特徴
とする、
　（８９）～（９２）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（９４）　前記座席配列体の各座席が、前記旅客機において、前記配列体の他の座席よ
りも前に配置されないことを特徴とする、
　（８９）～（９３）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（９５）　前記シェルが２つのフットウェルを形成し、前記シェルの各々が後ろの座席
配列体の座席の乗客の脚を収容し、
　第一のフットウェルが、中央寄りに位置する後ろの乗客の足を受容するために、少なく
とも部分的に両方の座席の下に配置され、
　第二のフットウェルが、外側寄りの後ろの乗客の脚を受容するために、少なくとも部分
的に最も外側寄りの座席に下に配置されることを特徴とする、
　（８９）～（９４）のいずれか一つに記載の座席配列体。
　（９６）　旅客機の区画の少なくとも一部に画定される民間旅客機乗客用座席構成体で
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あり、
　前記座席構成体が座席配列体の複数の列を備え、
　各座席配列体が２つの並置された座席と、前記２つの座席を後ろに配置された同様の座
席配列体から少なくとも分離するように、前記座席の少なくとも一部の周りに拡がるシェ
ルとから構成され、
　前記２つの座席が各々、相互から離れるように反対の外側方向を向くことを特徴とする
、
　座席構成体。
　（９７）　各座席配列体が前記旅客機の中央部に配置されることを特徴とする、
　（９６）に記載の座席構成体。
　（９８）　複数の前記列が行に配置され、
　前記行が前記旅客機の長手方向に平行の方向に延びることを特徴とする、
　（９６）または（９７）に記載の座席構成体。
　（９９）　座席配列体の前記座席が、これらの座面よりもこれらの背もたれにおいて、
相互により近寄ることを特徴とする、
　（９６）～（９８）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（１００）　各座席が、前記旅客機の前記長手方向に対して５～３０度の角度を成す方
向に向くことを特徴とする、
　（９６）～（９９）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（１０１）　前記シェルがさらに、前記座席配列体の前記座席の各々のための少なくと
も１つのアームレストを画定することを特徴とする、
　（９６）～（１００）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（１０２）　各座席が、前記シェルに対して、直立着席位置と寄りかかり着席位置との
間で可動的であることを特徴とする、
　（９６）～（１０１）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（１０３）　前記座席配列体の各座席が、前記旅客機において前記配列体の他の座席よ
りも前に配置されないことを特徴とする、
　（９６）～（１０２）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（１０４）　各座席が座面を含み、
　実用面が座席配列体の各座席の前記座面同士の間に配置されることを特徴とする、
　（９６）～（１０２）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（１０５）　前記実用面が２つの区画から構成されることを特徴とする、
　（１０４）に記載の座席構成体。
　（１０６）　各座席の前記座面と同一平面になるように動かして、また一方または両方
の座席の乗客にアームレストまたはテーブルを提供するように動かして、前記実用面を上
昇位置及び下降位置に移動できることを特徴とする、
　（１０４）に記載の座席構成体。
　（１０７）　前記実用面の下に、乗客の所持品を受容し保管できる保管エリアが提供さ
れることを特徴とする、
　（１０４）に記載の座席構成体。
　（１０８）　前記実用面がその移動を容易にする支持構造によって支持されることを特
徴とする、
　（１０４）に記載の座席構成体。
　（１０９）　前記支持構造が、前記実用面が上昇位置にあるときに、前記座面と前記支
持構造との間に間隙を画定できるように、前記支持面を支持することを特徴とする、
　（１０８）に記載の座席構成体。
　（１１０）　前記支持構造がほぼＬ字形であることを特徴とする、
　（１０９）に記載の座席構成体。
　（１１１）　前記シェルが前記２つの座席の間に少なくとも部分的に延びて、前記２つ
の座席の間にプライバシースクリーンを画定することを特徴とする、
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　（９６）～（１１０）に記載の座席構成体。
　（１１２）　前記シェルが、後ろの座席配列体のそれぞれの座席の乗客の脚を収容する
フットウェルの少なくとも一部を画定することを特徴とする、
　（９６）～（１１０）のいずれか一つに記載の座席構成体。
　（１１３）　前記フットウェルが、少なくとも部分的に、前記座席配列体のそれぞれの
座席の下に延びることを特徴とする、
　（１１２）に記載の座席構成体。
　（１１４）　前記フットウェルが、乗客の脚が前記フットウェル内部で受容される箇所
以外は完全に囲まれることを特徴とする、
　（１１２）または（１１３）に記載の座席構成体。
　（１１５）　民間旅客機であり、
　前記民間旅客機の区画の少なくとも一部に画定された乗客用座席構成体を有し、
　前記座席構成体が座席配列体の複数の列を備え、
　各座席配列体が２つの並置された座席から構成され、
　前記２つの座席が各々反対の外側方向を向く、
　民間旅客機。
　（１１６）　座位の２人の乗客を収容する複数のゾーンを含む民間旅客機であり、
　各ゾーンが座席ユニットの複数の列の間に、かつ部分的に前記複数の列によって画定さ
れ、
　各座席ユニットが、各々に乗客が座ることができる２つの並置された座席から構成され
、
　前記２つの座席が各々反対の外側方向を向き、かつ、
　各ゾーンが部分的に隣接するゾーンと重なることを特徴とする、
　民間旅客機。
　（１１７）　各座席ユニットが、前記ゾーン同士の間に配置されると共に前記旅客機の
床から上向きに前記座席の上に拡がる固定されたシェルを含むことを特徴とする、
　（１１６）に記載の民間旅客機。
　（１１８）　前記座席ユニットの各座席が鋭角に相互から離れるように向き、かつ前記
旅客機の長手方向に対して鋭角に向くことを特徴とする、
　（１１７）に記載の民間旅客機。
　（１１９）　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座
席ユニットであり、
　前記座席ユニットが、
　ａ．座面とシートバックとを各々備える２つの座席であり、
　　　　　前記２つの座席が相互に隣接して配置されて座席の列を形成し、
　　　　　第一の座席が前記輸送手段の外側側面に隣接して配置され、
　　　　　前記列の各座席が前記輸送手段の前方を向き、
　　　　　さらに、前記座席の少なくとも第二の座席が、前記列が隣接して配置される前
記輸送手段の前記外側側面に向かって角度付けられた、
　　　２つの座席と、
　ｂ．前記２つの座席の後ろに配置されたシェルであり、
　　　　　前記シェルが、前記座席列の後ろに同一の列から構成される第二の座席の乗客
用のフットウェルを画定し、
　　　　　前記フットウェルが部分的に、前記列の両方の座席の前記座面の下に配置され
た、
　　　シェルと、
　を備え、
　前記座席列と前記シェルとが単一ユニットである、
　座席ユニット。
　（１２０）　長手方向に形成された座席エリアを有する民間旅客輸送手段に設置される
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座席システムであり、
　前記座席システムが、
　　　前記輸送手段の中心線上に配置される、（１）に記載の少なくとも１つの座席配列
体と、
　　　最初に言及した座席配列体に隣接してこれよりも外側寄りに配置される、（８５）
に記載の少なくとも１つの座席配列体と、
　を備える、
　座席システム。
　（１２１）　長手方向に形成された座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段用の座席ユニ
ットであり、
　前記座席ユニットが、相互に隣り合って座席の列を形成する少なくとも２つの座席を備
え、
　前記列が前記長手方向に対して垂直に延び、
　前記列の各座席が、前記輸送手段の前方に向き、さらに前記列が隣接して配置される前
記輸送手段の前記外側側面に向かって角度付けられ、
　前記座席列が単一ユニットとして提供されることを特徴とする、
　座席ユニット。
　（１２２）　長手方向に形成された乗客用座席ゾーンを有する民間旅客輸送手段であり
、
　前記輸送手段が座席ユニットを含み、
　前記座席ユニットが、相互に隣り合って座席の列を形成する少なくとも２つの座席を備
え、
　前記列が前記長手方向に対して垂直に延び、
　前記列の各座席が、前記輸送手段の前方を向き、さらに前記列が隣接して配置される前
記輸送手段の前記外側側面に向かって方向付けられる、
　民間旅客輸送手段。
　（１２３）　航空機の区画であり、
　前記区画において、前記航空機の中心線の一方の側の乗客用座席が前記航空機の一方の
側面を向き、前記航空機の中心線の他方の側の座席が前記航空機の反対側面を向く、
　区画。
　（１２４）　前記区画において、前記一方の側の前記乗客用座席が２つの座席から構成
される列に配列され、前記列の方向が前記航空機の前後方向に対して垂直であり、かつ前
記他方の側の前記乗客用座席が２つの座席から構成される列に配列され、前記列の方向が
前記航空機の前後方向に対して垂直である、
　（１２３）に記載の区画。
　（１２５）　前記区画において、前記一方の側の座席が、これらが隣接する前記航空機
の側面に向き、かつ前記他方の側の座席が、これらが隣接する前記航空機の側面に向く、
　（１２３）に記載の区画。
　（１２６）　キャビン区画において、
　　　航空機の中心線に対して鋭角でありかつ前記中心線から離れる方向を向く前記航空
機の前記中心線の一方の側の座席と、
　　　前記中心線に対して鋭角でありかつ前記中心線から離れる方向を向く前記航空機の
前記中心線の他方の側の座席と、
　を含む航空機。
　（１２７）　前記中心線の一方の側の全ての座席が前記中心線から離れる方向を向き、
かつ、
　他方の側の全ての座席が前記中心線から離れる方向を向くことを特徴とする、
　（１２６）に記載の航空機。
　（１２８）　前記座席が前記中心線方向に対して１０度～３０度の角度を向くことを特
徴とする、
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　（１２６）または（１２７）に記載の航空機。
　（１２９）　一方の側の前記座席が列に配置され、
　他方の側の前記座席が列に配置されることを特徴とする、
　（１２６）～（１２８）のいずれか一つに記載の航空機。
　（１３０）　前記列の方向が前記航空機の前記中心線方向に対して垂直であることを特
徴とする、
　（１２９）に記載の航空機。
　（１３１）　複数の座席列があり、かつ、
　前記中心線の各側に各列の少なくとも２つの座席があり、これらの座席が前記航空機の
それぞれの側面を向くことを特徴とする、
　（１２６）に記載の航空機。
　（１３２）　前記中心線の各側に２つの座席があることを特徴とする、
　（１２６）に記載の航空機。
　（１３３）　前記中心線と各側の前記座席との間に通路があることを特徴とする、
　（１２６）に記載の航空機。
　（１３４）　前記航空機の前記中心線の各側において、前記通路の窓側に２つの前記座
席があり、かつ前記通路の中心線側に配置された他の１つの座席があることを特徴とする
、
　（１３３）に記載の航空機。
　（１３５）　前記中心線が通過する中央座席ユニットがあり、前記中央座席ユニットが
２つの座席を含むことを特徴とする、
　（１３３）に記載の航空機。
　（１３６）　前記中央座席ユニットが（５２）、（５５）または（１１９）に記載され
ているとおりのものであることを特徴とする、
　（１３３）に記載の航空機。
　（１３７）　各列において３つの座席が航空機の一方の側を向き、３つの座席が航空機
の反対側を向く、旅客機のキャビンにおける２－２－２列座席レイアウト。
　（１３８）　３つの隣り合う座席の各組の向く方向が相互に対して平行であることを特
徴とする、
　（１３７）に記載のレイアウト。
　（１３９）　前記列の方向が前記航空機の長手方向に対して垂直であることを特徴とす
る、
　（１３８）に記載のレイアウト。
　（１４０）　列の全ての座席が前記航空機の前後方向に対して垂直の方向に整列するこ
とを特徴とする、
　（１３７）に記載のレイアウト。
　（１４１）　前記列の両方の外側寄りの対の座席が前記航空機の前記前後方向に対して
垂直の方向に整列し、
　中心寄りの対の座席が前記外側寄りの対の座席の垂線から前後に食い違うことを特徴と
する、
　（１３７）に記載のレイアウト。
　（１４２）　各対の隣り合う座席同士の間に通路が提供されることを特徴とする、
　（１３７）に記載のレイアウト。
　（１４３）　各列の２つの座席が前記航空機の一方の側面を向き、かつ各列の２つの座
席が反対の側面を向くことを特徴とする、
　民間旅客機のキャビンにおける２-２列座席レイアウト。
　（１４４）　２つの隣り合う座席の各組の向く方向が相互に対して平行であることを特
徴とする、
　（１４３）に記載のレイアウト。
　（１４５）　前記列の方向が前記航空機の前記長手方向に対して垂直であることを特徴
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　（１４３）に記載のレイアウト。
　（１４６）　隣り合う座席の各対の間に通路が存在することを特徴とする、
　（１４３）に記載のレイアウト。
　（１４７）　航空機用の座席ユニットであり、
　前記座席ユニットが相互に並べて配置された１対の座席を備え、
　各座席が背もたれ部と座面部とを備え、
　各座席が、前記航空機の前後方向に対して鋭角を向くように、さらに前記航空機におい
て前記座席のいずれもが前記座席ユニットの他の座席よりも前にないように、前記座席ユ
ニットを前記航空機のシートレールに締結する締結具を含む台座に取り付けられる、座席
ユニット。
　（１４８）　民間旅客機であり、
　前記旅客機の床の高さ位置に前後に配置された複数の同一の座席ユニットを支持し、
　各座席ユニットが、並んだ向きに前記ユニットのそれぞれの座席によって各々支持され
る２人の座っている乗客を収容する乗客収容ゾーンを提供し、
　前記２つの座席が前記旅客機の前後方向に対して或る角度を成して配向され、
　前記床の高さ位置から上向きの延びる固定されたシェルが提供されて、前記ゾーンが前
の座席ユニットのゾーンと部分的に重なるように前記ゾーンを分離する、
　民間旅客機。
　（１４９）　前記座席ユニットが前記旅客機の前後方向に延びる行に配置されることを
特徴とする、
　（１４８）に記載の旅客機。
　（１５０）　各前記座席ユニットの前記シェルが前記旅客機の床に対して固定されるこ
とを特徴とする、
　（１４８）または（１４９）に記載の旅客機。
　（１５１）　各座席ユニットの各座席を直立着席位置及び寄りかかり着席位置に構成で
きることを特徴とする、
　（１４８）～（１５０）のいずれか一つに記載の旅客機。
　（１５２）　各前記座席が、座面部と前記座面部に対して上向きに延びる背もたれ部と
を含み、
　前記座面部及び前記背もたれ部の両方が直立着席位置及び寄りかかり着席位置に位置決
めされるように、前記シェルに対して可動的であることを特徴とする、
　（１４８）～（１５１）のいずれか一つに記載の旅客機。
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